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※高智 英太郎 (健康保険組合連合会理事)がオブザーバーとして参加

第 3回 資料 1

「審査支払機関の在り方に関する検討会」 構成員

(平成22年 5月 12日時点)

粟生田 良子   1埼 玉県毛呂山町住民課長

足利 聖治   1社 会保険診療報酬支払基金 専務理事

飯山 幸雄   1東 京都国民健康保険団体連合会 専務理事

岩田 太    1上 智夫学法学部教授

遠藤 秀樹    1 日本歯科医師会 社会保険委員会委員

齊藤 寿―   1社 会保険中央総合病院 名誉院長

高田 清彦   1中 国電力健康保険組合 常務理事

高橋 直人   1全 国健康保険協会 理事

田中 一哉   1国 民健康保険中央会 常務理事

長谷川 友紀   1東 邦大学医学部教授

O森田 朗    1東 京大学大学院法学政治学研究科教授

村岡 晃    1高 知市保険医療課長

山本 信夫   1 日本薬剤師会 副会長

横倉 義武    1 日本医師会 副会長

渡辺 俊介    1国 際医療福祉大学大学院教授、東京女子医科大学客員教授

※○は座長 (敬称略 )



3回 資料2

審査支払機関の在 り方に関する検討会の今後の進め方について (案 )

○ 平成 22年
4月  8日 (木 )第 1回検討会

① 検討会の趣旨、進め方

② 支払基金・国保連の現状・課題

③ 電子化の現状

4月 22日 (木 )第2回検討会
口支払基金 1国保連双方から「課題」に関する

取組状況・方針プレゼン

:【審査関係】
:   第 3回検討会  5月 28日 (金 )

・具体的検討項目 (案 )

【審査 (I)】
口審査の実施体制

:   第 4回検討会  6月 25日 (金 )

【審査 (Ⅱ )】

・審査の質の向上、査定率の差異 など

:   第 5回検討会  7月 (調整中)

【審査 (Ⅲ )】          ｀

・審査手数料 (コ ス ト)、 審査の効率化 など

【支払及び保険者機能代行関係】

第 6回検討会 開催日未定

【法人運営】
・財務、支払管理、口契約、・人材確保、養成
・契約適正化

※ ① 年内における議論を一巡、
→ いずれのテーマについても「統合」「競争」双方の視点からご議論い

ただく。

② 議論の過程で改革に着手できるものについては順次着手。

※ ゲス トスピーカー (第 4回 日以降で調整)

・基金 国ヽ保別
・医科・歯科別  のバランスを配慮

※ 各回で取り上げる個別事項については議論の進捗に応じ随時相談



3回  資 料 3

第 1回・第 2回の議論と論点の整理 (案 )

※ 意見は一部再掲あり

1 審査に関する論

(1)審査の質及び内容に関する論点

イ 審査の性格・目的についてどう考えるか

(これまでの主な意見)

・ 審査は、診療報酬の支払を確定するに当たつて、診療行為が保険診療ルール

(療養担当規則、診療報酬点数表等)に適合するかどうかを確認する行為であ

り、保険診療ルールに適合する診療行為の確保を目的とするものである。

・ コンサバティブに考えれば、診療ルールに逸脱しているかどうかをチェック

することが審査支払機関の法的な権能になるが、例えば、審査基準、レセプト

デT夕 を公開することで、医療の透明化を促進し、医療内容の標準化を図つて

いくというポジティブな仕組みも考えていくべき。

・ 現在の審査機関は、支払側と医療提供者側の間に立って、中立性を保ちなが

ら実施されており、こうした機能は皆保険を維持する上で重要である。
口 QOLの尊重など患者の要望にようて提供される医療には幅があり、各審査

委員はそれぞれの見識の下に判断している。医療を受ける国民が不利益を受け

ることのないよう、機械的に一律に査定するのではなく、一定の基準をもった

裁量権を医療現場に残すことが必要である。

・ 審査は、医療費の削減が目的ではない。

・ 審査委員会は、医療機関に対して適正なレセプトの提出を働きかける取組を

している。
・ 請求者と同業のプロフエッショナルの医師及び歯科医師で構成される審査委

員会の審査|ま、それ自体が不適正な請求を抑制する効果がある。

・ 請求者と同業のプロフエッショナルの医師及び歯科医師で構成される審査委

員会の審査自体が不適正な請求を抑制する効果があるというが、根拠に基づい

た議論が必要である。
口 保険者が事後点検して再審査し、査定になるものは、保険者の努力の結果で

あるが、これは本来、支払基金が 1回で審査して査定すべきものである。

口 査定ルールの違い (支払基金と国保連間の違い、各支部や国保連のローカルル

ールの存在)についてどう考えるか

(これまでの主な意見)                      
｀

自 審査においては、個別性を重視する医療の要請と画―性を重視する保険の要



請との間で「折り合い」を見出すことが本質的に困難である。

・ 現行の保険診療ルールは、相当程度の裁量の余地を認めており、診療行為が

ルールに適合するかどうかをすべて機械的に判断することは不可能である。

・ 教育機関である大学病院等でも治療方針や術式・手順等に差がある中で、絶

対的に正しい基準があるのか疑間である。     、

・ 支払基金は、各支部の審査委員会が査定の最終決定をしており、審査機関と

しては別々の47都道府県の連合体でしかなく、本部に何の審査権限もない。

・ 都道府県ごとの審査の濃淡の原因には、例えば、審査員である地元医師の確

保や審査の人員が少ない県があるなどの問題もある。

・ 支払基金内部の原因だけでなく、例えば、レセプトの審査期間や提出される

レセプトの質の差など、外在的な原因も大きく関わつている。

= 審査基準が標準化されていないのは、国民にとつて理解しにくい。医療にお

ける国民の平等を保障する上でt審査基準は基本的には一つの視点ですべき。

ハ 審査の質の向上 (均―性の確保)、 査定率の差異 (支払基金と国保連、支部又

は国保連間)の評価についてどう考えるか

(これまでの主な意見)

・ 審査委員会は、医療機関に対して適正なレセプトの提出を働きかける取組を

している。こうした査定額に現れない審査委員会の役割を考慮すると、査定額

と支出額との多寡を単純に比較することは不適切である。

審査機関は、患者に適切な医療を提供するための組織であり、査定率の観点

だけで評価すべきではない。
口 審査基準が標準化されていないのは、国民にとつて理解しにくい。医療にお

ける国民の平等を保障する上で、審査は基本的には一つの視点ですべき。国保

連と支払基金で情報交換しており、統一化を図つていくのが望ましい。

・ 審査支払機関は、審査委員会で審査をきちんとやつているのであれば、外か

らチエックできるような仕組みを自ら作うていく必要がある。

二 支払基金と国保連の審査機能の共通化についてどう考えるか

(これまでの主な意見)     '
・ 審査の部分を一緒にやることについては、審査機関が分かれているこれまで

の経緯や、審査委員の任命方法が異なる等の制度上の課題などハァドルが高い。

慎重に検討すべき。
日 現場の裁量があるため医師が審査しなければならないなど、支払基金と国保

連の審査の機能はかなり共通している。審査については、長期的には一緒にや

っていく仕組みがあり得るのではないか。

(参考)



・ 支払基金は、レセプト電算処理システムの開発に当たつて、基本マスタ (診

療行為等に関するデータベース)やレセプトの情報を電子的に記録するための

仕様を作成するとともに、国保中央会に提供し、共同で運営している。

・ 国保連は、保険者 (市町村)が共同で事務を行うため設立したもので、国保

関係事務のほか、介護保険、障害者自立支援、地方単独事業など、市町村が実

施する地域に密着した様々な業務を行つている。

ホ 審査支払機関に蓄積された審査データの活用 口公開についてどう考えるか

(これまでの主な意見)

・ 診療ガイドラインの普及、疾病管理、医療政策決定の観点からも、審査基準、

デニタの公開のあり方を検討すべきである。審査基準、データの公開のルール

を作る必要がある。

(2)審査の実施体制、効率性に関する諭点

イ 審査委員会 (専門家による審査、三者構成、審査委員の確保)についてどう考

えるか

(これまでの主な意見)

・ 審査においては、そもそも個別性を重視する医療の要請と画―性を重視する

保険の要請との間で「折り合い」を見出すことが本質的に困難である。
口 現行の保険診療ルールは、相当程度の裁量の余地を認めているため、診療行

為がルールに適合するかどうかをすべて機械的に判断することは不可能である。

したがつて、将来、いかにシステムチェックの充実が図られても、人でなけれ

ばできない審査が存在する。
・ 審査委員会は、医療機関に対して適正なレセプトの提出を働きかける取組を

している。
日 韓国では、まずコンピュータソフトによリレセプトの振り分け口審査を行う

ほか、審査の分野に多くの看護師を投入しているが、弊害もほとんど報告され

ていないと聞いている。

口 審査手数料 (コ スト)の設定根拠t審査手数料の差 (支払基金と国保連、国保

連間)についてどう考えるか

(これまでの主な意見)

・ 保険者が審査機関を選択する上でも、手数料の違いの原因を明らかにし、分

かりやすく比較できるような形で示す必要がある。

・ 国保連の審査手数料の評価に当たつては、審査機能のコストと保険者として



のコストを区分して評価する必要がある。

・ 支払基金のコスト構造が明らかにされていない。国保連は従事している職員

の業務をもとに算出しており、国保連とベースを合わせるだけでも、支払基金

の手数料はもう少し下がるのではないか。

・ ピアレビューである審査委員会の審査は、専門的知見に基づく判断であるの

で、仮に査定率に応じて各支部の手数料を設定したとしても、査定率の向上に

対するインセンティブとはなり得ない。
口 手数料の体系をどうするかは、審査行為の性格が、本当に確認なのか、切る

ことなのかをきちんと議論することが前提である。

・ 事務経費でみた審査の効率について、深堀して考える必要がある。審査の効

率は、査定率や返戻率でもみる必要がある。

_厳 しい国家財政の中で、医療の財源を確保するためにも、審査支払のコスト

を最小化することは、合理的な理由がある。

(参考)

・ 国保連では、レセプトの審査件数が伸びている中で、 IT化の推進や職員数

を減らすなどの経費節減を行い、毎年手数料を下げている。

・ 国保連では、介護負担金など審査支払に直接関わらない業務のコス トは分け

て、審査支払手数料を計算している。後期高齢者医療広域連合は国保連の会員

でないため、市町村国保よりも審査手数料が高く設定されている。

ハ レセプトの電子化、オンライン請求による審査の効率化について

(これまでの主な意見)

・ 支払基金では、今後、すべての電子レセプトにシステムチェックを実施し、

人による審査を「人でなければできない審査」に限定することを基本とする。

このため、突合・縦覧審査機能の開発など、電子レセプトの審査のためのシス

テムの整備に取り組む方針であり、システムの開発及び維持管理のための人員

及び経費の確保が必要である。

・ システムチェックが発展途上にある段階では、日視による点検で看過されて

いたような疑義が網羅的に摘示される反面、疑義を査定に結び付くようなもの

に絞り込む精度が不十分である。このため、当面、職員及び審査委員の事務処

理負担がかえつて増大する。

・ 民間が新規参入するためには、コスト面において、レセプトのオンライン請

求のインフラが必須である。
日 標準化された電子レセプトでの請求には支払期間を短くする、情報公開や一

定の基準の電子カルテを付す医療機関には診療報酬を上乗せするなど、電子化

のインセンティブについて外国での取組も参考にしてはどうか。

(参考)

・ 支払基金では、平成19年 12月 に策定した業務効率化計画 (平成 20～ 23年 )



において、レセプトオンライン化に伴う900人の要員確保を見込んだ上で、400

人を審査の充実に向け、500人の定員削減を盛り込んだ。さらに平成 22年度前

半を目途に策定する業務効率化計画 (平成 23～ 27年度)では、平成 24年度以

降に少なくとも400人の定員削減を盛り込む方針である。

2 審査以外の業務 (保険者支援等、支払い)に関する論

イ 保険者機能の代行、支援の機能について

(これまでの主な意見)

・ 医療機関が安lbして医療を提供できるよう、資格異動に関する情報を保険者

間でやりとりして、あらかじめ返戻が生じないような仕組みを考えるべきでは

4糞 い か 。

(参考)

・ 国保連は、保険者 (市町村)が共同で事務を行うため設立したもので、煩雑

化する保険者事務を一元的に実施することにより、
1保

険者事務の効率化、経費

節減等の大きな効果をあげている。また、国保関係事務のほか、介護保険、障

害者自立支援、地方単独事業など、市町村が実施する地域に密着した様々な業

務を行つている。

・ 支払基金では、正常分娩に係る出産育児一時金の直接支払や柔道整復療養費

の代理受領の業務など、時代の要請に応じて柔軟に新規事業を実施するために

必要な制度改正を要望している。

ロ レセプト電子1ヒの進展と支払期間の早期化について

(これまでの主な意見)

・ レセプトの電子化は、支払機関や保険者のメリットだけでなく、設備投資や

手間隙がかかる医療機関、薬局側のメリットも必要である。電子化によつて支

払期間の短縮化が今後進展するのかを示す必要がある。

・ 標準化された電子レセプトでの請求には支払期間を短くするなど、電子化の

インセンテイブについて外国での取組も参考にしてはどうか。

3 審査支払の組織の在り方に関する

(1)組織・運営についてどう考えるか

イ 法人運営 (財務、契約適正化、業務の効率化)について

5



(こ れまでの主な意見)

・ 1丁化は、効率化でコストを下げる有力な手法の一つである。 1下の整備に

よって業務プロセスも変わる必要がある。

ロ システムチエックが発展途上にある段階では、日視による点検で看過されて

いたような疑義が網羅的に摘示される反面、疑義を査定に結び付くようなもの

に絞り込む精度が不十分である。このため、当面、職員及び審査委員の事務処

理負担がかえつて増大する。

(参考)

・ 支払基金では、支部ごとに処理されている資金管理業務を平成 23年度から本

部で一括処理し、効率化を図る方針である。また、支部ごとに処理されている

庶務・会計の管理業務のうち、集約可能なものを本部又は各ブロックで中核と

なる支部に集約する方向で検討する。

・ 支払基金では、遊休不動産の売却の迅速・効率化を図るため、売却の業務を

支部から本部に移管する方針である。また、平成22年 8・ 9月 の役員改選時に

役員を公募する方針である。

口 人材確保・養成についてどう考えるか

(こ れまでの主な意見)

・ 電子レセプトの審査を効果的 口効率的に実施するため、すべての電子レセプ

トに対するシステムチェックが可能となるよう、lTの最大限の活用が必要。

システムの開発及び維持管理のための人員及び経費の確保が必要である。

・ 都道府県ごとの審査基準の相違の原因には、例えば、審査員である地元医師の

確保や審査の人員が少ない県があるなどの問題もある。

(2)組織の形態 (統合、競争の促進、民間参入)についてどう考えるか

(これまでの主な意見)

・ 既に保険者の直接審査を認めているのであれば、自由な参入を認めているの

だから、統合でオンリーワンというめは矛盾するのではないか。公共的なもの

で自由な参入は認めるべきでないのかどうか、自由化でやるなら査定に関して

紛争が起きた場合にどういうシステムでやるのかを整理すべき。

・ '組織の統合は、全国唯―の組織、業務独占になるので、規制改革会議が求め

る競争促進と矛盾するのではないか。

・ 国保連は保険者機能も有しており、組織体としてそのまま統合することはで

きない。まずは支払基金と国保連の競争条件を確保することが必要である。

口 民間が新規参入するためには、コス ト面において、レセプトのォンライン請

求のインフラが必須である。また、現在の審査支払機関と同じコス ト条件で紛
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争処理機能まで担う医師を確保することは困難である。

・ 国保連は、市町村の保険者としての業務の代行と、市町村が共同して実施す

る業務を代行しており、県民へのジェネリックの情報提供など、保険者の負担

を減らす取組もしている。統合の議論は、こうした国保連の取組や支払基金と

の違いを十分考えて総合的に議論すべきである。

・ 国保連と支払基金の統合は、市町村の持ち出しが増えたり、審査手数料が高

くなるおそれがあるのではないか。システムの改修に膨大な費用もかかり、事

務処理がスムーズに移行できるのか、県ごとの共同事業の独自性が確保される

のかという問題もある。

・ 支払基金と国保連では、査定率にかなりの違いがあり、低いところに合わせ

るのは問題である。

・ 国保連の方が支払基金よりもコストが安いのに統合するのであれば、市町村

国保の保険者の立場からすれば大きな問題である。
・ 例えば、国全体で最適になるようなプラットホームはコンピュータシステム

を一つで運用するなど、競争というよりは、現在のシステムがきちんと機能し

ているかどうかを検証する必要がある。
・ 競争性を導入した場合に、審査に力点が置かれて、国民への適切な医療の提

供がないがしろにされることは避ける必要がある。
日 現場の裁量があるため医師が審査しなければならないなど、支払基金と国保

連の審査の機能はかなり共通している。審査については、長期的には一緒にや

っていく仕組みがあり得るのではないか。

○ 医療機関における未収金の問題について

・ 未収金は、膨大な額になるだけでなく、医療職の職業意識を著しく傷つけて

おり、問題意識を持つている。



第 3回 資料 4

審査の実施体制について (論点案)

(第 3回の議論のテーマ関係 )

<現行制度について>

○ 現行法に位置づけられている審査機関は、「社会保険診療報酬支払基金」

及び「国民健康保険団体連合会」の2つであるが、保険者は、いずれにも

審査を委託することができることとされている。        「

○ 審査機関は、三者構成 (保険者推薦、診療担当者推薦※、学識経験者)

からなる審査委員会において、全レセプトを合議により審査する。
※支払基金 :医師及び歯科医師  国保連 :医師、歯科医師及び薬剤師

○ 保険者は、上記の審査機関に審査を委託せず、自ら審査を行い、又は第

二者に委託することができるが (いわゆる「直接審査」)、 その場合、以下

の 4条件を満たすことが必要。

① 対象保険医療機関 (調剤レセプトの場合、保険薬局)の同意※

② 公正な審査体制の確保 (医師等による審査)

③ 個人情報の保護の徹底

④ 紛争処理ルールの明確化

'  ※ 保険医療機関は、公法上の契約に基づき、保険者に属する被保険者に対して

療養の給付を行うことが法律で定められている。この公法上の契約は、一定の

療養の給付の担当方針等に従い、保険者に属する被保険者に対して療養の給付

を行い、その対価として診療報酬を請求し、その支払を受けるという双務契約

であると解されている。このため、直接審査を行う場合でも、被保険者への療

養の給付と、保険者へのレセプトの請求、審査が円滑に行われ、紛争を未然に

防ぐ観点から、請求 口審査の方式への同意をあらかじめ求めている。
´

1 審査委員会につい

○ 医療には裁量権があるので、システムチェック等の機械的で一律な審査

を経た場合でも、最終的には専門家による審査が必要という点について、

どう考えるか。

(これまでの主な意見)

・ 審査においては、そもそも個別性を重視する医療の要請と画―性を

重視する保険の要請との間で「折り合い」を見出すことが本質的に困

難である。

L



現行の保険診療ルールは、相当程度の裁量の余地を認めているため、

診療行為がルールに適合するかどうかをすべて機械的に判断するこ

とは不可能である。したがって、将来、いかにシステムチェックの充

実が図られても、人でなければできない審査が存在する。

保険者による直接審査を認めている中、査定に関して紛争が起きた

場合に、どういうシステムでやるのかを整理すべきである。

○ 請求者と同業のプロフェッショナルの医師及び歯科医師で構成される審

査委員会の審査は、それ自体が不適正な請求を抑制する効果があるという

点について、どう考えるか。

(これまでの主な意見)

IⅢ  不適正な請求を抑制する効果があるという点は、根拠に基づいた議

論が必要である (定量的には明らかにされていないのではないか)。

・ 査定額に現れない審査委員会の役割を考慮すると、査定額と支出額

との多寡を単純に比較することは不適切である。

○ 審査委員会においては、全レセプトを合議で審査することとされている

が、そうした仕組みの必要性について、どう考えるか。

○ 統合又は競争の視点から、現行の審査委員会による審査の仕組みをどう

考えるか。

2 審査委員会の構成につい

○ 審査委員会は、保険者推薦、診療担当者推薦、学識経験者の三者構成と

されているが、どう考えるか。

(これまでの主な意見)

日 現在の審査機関は、支払側と医療提供者側の間に立って、中立性を

保ちながら実施されており、こうした機能は皆保険を維持する上でも

重要である。



・ 三者構成が有効に機能しているかについて、検証が必要である。
(審査機関の説明)

・ 保険者及び医療機関の双方から「独立の第二者機関」として、双方
の信頼に応えて公正な審査を担保することができる仕組みである。

o 審査委員の確保が難しい小規模な県における審査体制について、どう考
えるか。

○ 統合又は競争の視点から、審査委員会の構成について、どう考えるか。

3 都道府県単位の審査について (※ )

(※)この点については、都道府県にようて査定率が異なるなど、審査の内容
について検討する際に検討。

○ 審査業務が都道府県単位で行われていることについて、どう考えるか。

(これまでの主な意見)

・ 全国1法人である支払基金においても、実際には支部の審査委員
会が最終決定権を持つており、格差の原因の一つになっている。

口 都道府県ごとの審査の濃淡の原因には、例えば、審査委員である
地元医師の確保や審査人員が少ない県があるなどの問題もある。

○ 統合又は競争の視点から、都道府県単位の審査についてtどう考えるか。

4 1T化 に伴う審査業務の見直しについ

○ 電子レセプトのシステムチェックを強化すること等により、審査業務の

効率性を高めること、業務プロセスの見直しについて、どう考えるか。

(これまでの主な意見)



・ 支払基金では、今後、すべての電子レセプトにシステムチェックを

実施し、人による審査を「人でなければできない審査」に限定するこ

とを基本とする。このため、突合 日縦覧審査機能の開発など、電子レ

セプトの審査のためのシステムの整備に取り組む方針である。

O 保険診療ルールについても、 I丁化に対応して、システムチェックを活

用しやすいよう改善すべきとの意見について、どう考えるか。

○ 統合又は競争の視点から、 I丁 化に伴う審査業務の見直しについてどう

考えるか。

以上
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3回 長谷川委員提出資

「論点の整理 (案 )」 についての長谷川委員の追加意見

1の (1)の イ (審査の性格・目的関係 )

(追加意見 )

・ 現在の審査員はどちらの側か必ず しも明確に意識 しておらず、どちらの側かによ

り審査結果が異なるかなど基本的なデータは整備されていない。

・ 請求者と同業のプロフェッショナルの医師及び歯科医師で構成される審査委員会

の審査自体が不適正な請求を抑制する効果があるということについては、定量的に

は明らかにされていない。

・ 審査委員会は、保険者に対 して一定の手続きを果たせばよいのか、見逃 しなど審

査結果についても一定の責任を有するのかは明らかにされていない。

1の (1)のホ (審査データの活用 口公開関係 )

(追加意見 )

・ 医療の透明性を高め、質の向上を図るためにも、種々の医療データを制度として

公開するのは世界的な趨勢である。

・ 現在は、審査基準、データが公開されていないため、医療機関と審査支払機関の

間に情報の非対称を生 じている。

1の (2)の 回 (審査のコス ト関係 )

・ 現行の審査は、振 り分けなどの事務作業を含め、多くを人手に頼つて行つている。

現在の社会的状況から鑑みても極めて非効率である。

3の (1)の口 (人材確保・養成関係 )

・ すべての電子 レセプ トのシステムチェックが可能となるよう、現在の経営資源を、

システムの開発及び維持管理のための人員及び経費の確保にシフ トすべき。

以 上



3回 齋藤委員提出資

今後の議論における若干の視点 (平成22年 6月 28日 委員 齊藤寿T)

(1)請求者と審査委員会が同業のプロフエッショナルであるという疑念について (第 3

回資料 4の 2頁):請求または被審査者と対局に立つ審査者とが同業であるという関係

は科学研究費申請における申請者と判定者、科学研究の達成状況の判定者と被判定者、

法曹における検事と弁護士など専門性の高い領域では国内外で広く見られる状況である。

問題はそれぞれのプロフエッショナルがそれぞれどの様な確固としたミッションを担い、

独立性を担保された立場に立っているかである。

(2)「競争」と「統合」 (第 3回資料 2)について :

(a)競争は基本的には「比較」とランク付けの作業である。従つて競争が成立するには最

低限、共通したフィール ド、共通した尺度が存在することが大前提であろう。第二回の

会議でも発言したが前提となる共通した尺度がないと、1グラムと1セ ンチと何れが大

きいか、人間の生存に空気と水の何れが重要かといつた不毛の比較を探ることとなる。

どの様なフィール ドで、どの様な尺度で比較するかが、「競争」の論議の出発点であろ

う。その点で我が国の国民皆保険制度のもとで望まれる審査とは何かという一般的な視

点が重要であろう。望ましい審査を達成できた度合が評価の手がかりとなると思われる。

地域によつては審査委員会が不正請求の発生を、指導によつて未然に防いでいる場合も

あり、査定率の低さは審査活動の質の高さを反映している場合もある。逆に査定率の低

さが見逃しに由来している場合もある。良質な審査活動とは何か、をきめ細かく検証し、

その達成度を比較する努力が必要ではないか。

(b)こ れまで二回の会議で「統合」は二つの審査組織において考えたこともなく実感もな

い、という率直な意見が述べられた。その点で二つの組織の活動を統合的な視点で評

価 し、指導する第二者機関を別に設け二つの組織の活動に共通した統合しうる部分が

ないか、第二者機関が統合して担える部分がないか、を探り実践するのも現実的な策

と思われる。



第9回 資料5

社会保険診療報酬支払基金提出資料

平成22年 5月 28日



1.審査

(1)審査の意義

(2)現行の審査委員会の位置付け

(3)電子レセプトの審査の流れ



○ 審査とは、診療行為が保険診療ルールに適合するか

どうかを確認する行為。
○ 個別性を重視する医療の要請と画一性を重視する

保険の要請との間で「折り合い」を見出すことが本質的
に困難な面がある。

○ 現行の保険診療ルールは、相当程度の裁量の余地
を認めているため、診療行為が保険診療ルールに適合
するかどうかをすべて機械的に判断することは、不可能。
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機械的な判断が1不可能である保険診療ルニルの例

1.療養担当規則における投薬の扱いの例

○ 「投薬は必要と認められる場合に行う。」

○ 「治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要と認められる場合には2剤
以上を投与する6」

2日 点数表における救急医療管理加算等の扱いの例

○ 「その他OOに準じるような重篤な状態」

3.その他の例

(1)医薬品の用法・用量

○ 「年齢・症状により適宜増減」(医薬品の添付文書に記載)

(2)医薬品の適用外使用 (日召和55年、保険局長通知)

○ 医薬品の適応症に該当しない場合であつても、「有効性及び安全性の確認され

た医薬品を薬理作用に基づいて処方した場合の取り扱いについては、学術上誤り

なきを期し二層の適正化を図ること。」

○ 「診療報酬明細書の医薬品の審査に当たつては、厚生省が承認した効能効果

等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを来たす
ことのないようにすること。」
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´審 査 委 員 長 の 役 職
(平成22年4月 1日 現在

審査委員会を代表する審査委員長については、次のいずれかに該当する

学識経験者より選任。

① 公的医療機関等(国公立病院又は地域支援病院)に勤務している医師

② 地域医療に貢献している医師
③ ①又は②に従事した経験を有する医師

地域医療に

貢献している医師

開 業 医 21名

「
引
引
リ

９

６

公的医療機関等に

勤務している(した)医師

⊃

ヽ
　
銘

名

　

　

Ｆ

６病院長等‐



審査委員の状況 (医科歯科計 )

1.審査委員数

4.476名

4.年齢別構成割合

2.審査委員長及び副審査委員長
の平均年齢

審査委員長  : 67歳 1lヶ月

副審査委員長 :63歳 1lヶ月

5.勤務形態別構成割合

(平成22年4月 1日 現在 )

3.平 均在任期間

7年 3ヶ月

6.診療科別構成割合

耳鼻咽喉科
167名 (37%)

眼科

172名 (38%)

産婦人科

70代
2034強 (4
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審査委員の曜日別出席状況
(平成22年 3月 審t査分 )

人 数

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

3,625

2,507

2,109     ^́^^    2,0991,969

月曜 日 火曜 日  水曜 日 木曜 日 金曜 日 土曜 日 日 曜 日
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原審査査定点数における職員寄与率 (平成22年 3月 審査分 )

(医科・歯科計 )

55,593千点

(31.00/o)

職員の疑義付せん貼付
による原審査査定点数職員の疑義付せん貼付に

よらない原審査査定点数
123:455千 点

(69,0%)

′

原審査査定点
179,048千点

(100%)
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医薬品チエックの状況 (平成22年4月 請求分 )

○チェック対象レセプト

○チェック対象医薬品

○チェック項目

:医科及びDPC出来高分の電子レセプト

:電子レセプト請求用の医薬品コード(¬ 8,869品 目)の4.9%に相当する926品 目

:適応傷病名の有無及び投与量口投与日数の適否

チェック対象レセプト
①約3,400万件

システムチェックを通じて

疑義付せんが貼付された
レセプト

③約24万件

【7.5%】 (③ノ②)

チェック対象医薬品を含む
チェック対象レセプト

②約314万件

【9。 4%】⑫ノ①)

職員が点検して

疑義としたレセプト

④約3.0万件

【12.6%】 (④ノ③)

審査委員が審査して

査定としたレセプト

⑤約1.5万件

【6.4%】 (⑤/③ )

システムチェックを通じて

疑義付せんが貼付されたレセプト

③約24万件
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2.その他

(1)事務費単価・職員・定員の推移

(2)コスト構造

(3)日 本及び韓国の審査機関の比較
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オンライン請求促進分
104.0

ピニク時の平成13年度と

比較すると、10年間で可4.

(12%)の引下げを実現。

103.0
平成13年 度 平成14年 度  平成15年 度 平成16年 度  平成17年 度 平成18年 度  平成19年 度  平成20年度  平成21年 度  平成22年 度
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○ 支払基金は、保険者等の委託に基づく審査支払業務

(「一般会計」)について、高齢者医療制度関係業務、

介護保険関係業務等 (「特別会計」)と区分して経理。

○ したがって、審査支払業務に関する事務費のみが

保険者等によつて負担される仕組み。

○ なおtレセプト1件当
.た

りの手数料については、
いずれの保険者等に対してもt同額で設定。 :
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(可 )システムの開発及び維持管理の必要性

電子レセプトの審査を効果的かつ効率的に実施するためには、日進月歩のITを

最大限に活用することが必要。

(2)職員及び審査委員の審査の必要性

いかにシステムチェックの充実が図られても、「人でなければできない審査」が存在。
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平成13年度と平成22年度との支出予算 (一般会計)の比較

平成13年度 平成22年度

888億円
▲41億円

(▲5%) 847鷲意

(注1)平成22年度のレセプト取扱件数は、
見込み。

(注2)平成22年度の事務費単価は、オン

ライン請求促進分。

(注)主任審査委員手当(約20億円)については、平成20年度までは給与諸費として計上していたが、平成21年度からは
審査委員会費として計上している。

16

平成

13年度

平成

22年度

職員

定員数

6,321ノ｀ 4,934人

▲22%

レセプト
取扱件数

79千万件 86千万件

+9%

事務費

単価

118.20円 104.00円

▲12%



○ 支払基金と健康保険審査評価院との間で事務費や職員

の多寡を比較するに当たつては、

① 支払基金が請求支払も実施しているのに対し、
健康保険審査評価院は審査のみ実施していること

(注)韓国では、保険者が1か所 (国民健康保険公団)のみ。

② 両者の取り扱う医療費の額が大きく異なること

(注)健康保険審査院の取り扱う医療機関数 (約78,000か所)は、

支払基金の取り扱う医療機関数 (約228,000か所)の約3分の1。

を勘案すべき:
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項 目 支払基金 健康保険審査評価院

医療 黄に対する事務費の割合

①/② 約0. 46% 0.52%

①支出額
(2009年度)

約430億円 134億円

②レセプト取扱金額
(2008年度 )

9日 4りL円 2.6兆円

職員1人当たりの医療費

(2008年度)③ /④ 18億円 15億円

③レセプト取扱金額
(2008年度)

9.4りL円 2.6JL円

④職員定員数
(2008年度 )

5,184人 1,730人

(注1)為替レートは、100ウォン=7.48円 (平成21年 12月 )。

(注2)支払基金の支出額は、審査に係るもののみならず支払に係るものも含むため、2009年度予算における
支出額はt868億円であるが、審査に係る事務費と支払に係る事務費とがおおむね半々であることを前提
とすると、審査に係る支出額は、約430億円と推計されるところ。

〔出典〕「韓国の審査制度に関する現地調査報告書」(平成22年 3月 社会保険診療報酬支払基金)等
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第3回 資料6

国民健康保険団体連合会
における審査業務の現状

平成22年 5月 28日



国保連合会は、診療情報の多いレセプトの請求件数が

急増する中で、早くからI丁化に取り組み、組織 (審査業
務)のスリム化を行つています。

|  ○ 限られた職員で効果的口効率的な審査を行なつています。
・レセプト審査件数の増加 (医科+歯科+調剤)

平成11年度 5億9千万枚 ⇒ 平成21年度 9億3千万枚
・高齢者のレセプトは診療情報が多いため、審査が難しくなります。

レセプト1件当り費用額・・・国保22,750円 、後期高齢者37,050円 (平成20年度 )

・審査担当職員数 (パート等含む)

平成11年度
.3,691人

→ 平成21年度 3,474人
・審査件数100万件に対する審査担当職員数

平成11年度 6.20人 ⇒ 平成21年度 3.70人



国保連合会の職員数等推移

取扱件数

(万件)

:  :レセプト取扱件数― 正規職員数―■―審査担当職員(パート等含む)― 審査委員数 人数(人 )

7ρ 00100,000

95,000

90,000

85,000

80,000

75,000

70,000

65,000

60,000

55,000

50,000

Hll年度  H12年度  H13年度  H14年 度  H15年度
口介護保険法施行

H16年度  H17年度  H18年度  H19年度
口障害者自立

支援給付費

支払事務

H20年度  H21年度

・後期高齢者・出産育児

医療制度行 一時金直接
・特定健診・保 支払制度開始
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第 3回 参考資料 1

各委員か らの主な意見の概要 (第 1回 )

○齊藤委員
・ 支払基金と国保連の審査基準に差があり、地域ごとの審査基準にも濃淡があることは、

現場の医師の間では常識のようになつているが、国民皆保険で国の支援の下に保険診療が

行われているのだから、審査にダブルスタンダニドがあることはかなり理解しにくい。基

本的には審査は1つの視点ですることが、医療における国民の平等、納得、安心 口安全を

保障する上で必須ではないか。

・ 支払基金と国保連の統合の議論に当たつては、なぜ現在、支払基金法と国民健康保険法

がそれぞれ別々の法律なのか、どちらかが後にできた時になぜ合わせることをしなかつた

のか、その淵源を探ることが重要ではないか。

・ お金の集め方や支払いにも統合が難しい問題があるかと思うが、未来永劫難しいのか、

5年、10年という長い移行期が必要なのかを議論したい。何もかも全部一緒というのは

非常に荒つぱいし、非現実的な議論になる気がするので、二つの組織のどこがオーバーラ

ップし、統一できるのかどうか、どこが違うのかという視点を見失わないで議論したい。

○渡辺委員
|・ 都道府県ごとの審査の濃淡があるが、問題点がどこにあるかを明らかにする必要がある。

例えば、審査員である地元医師の確保や審査の人員が少ない県があるなどの問題もある。

・ レセプトのオンライン化によって査定率がどの程度改善されるのか、シミュレーシヨン

を示していただきたい。

・ 地域の医療計画の中で、例えば病院は高次の医療、診療所は初期の診療を担うなど、今

後、医療の機能分化が進むので、医療提供体制と審査支払の在り方を理論として進めてい

かなければ、審査支払だけを取り上げても国民のためにはならない。

・ 国保連でも47都道府県で手数料が違うのはなぜかという疑間が提起される。支払基金

と国保連の都道府県ごとの審査手数料の資料を示していただきたい。

・ まずは国民、患者、被保険者にとつて審査支払が一番どうあるべきがを議論すべきであ

り、統合なのか競争原理なのかは、その結果自ずと導かれるものではないか。

○山本委員
・ 調剤の審査状況の記載は欄外に置かれているが、医科や歯科よりももつと差があるので

はないか。患者にとつて不利益な話であり、現状把握をきちんとしてほしい。

・ 審査の質の向上、均一化は大事だが、それが進み過ぎて診療の障害や萎縮が生じると、

結果として国民が不利益を受ける。国民が不利益を受けることのないよう、電子化によつ

て機械的に切るのではなく、一定の基準をもつた裁量権を残しつつ、支払基金と国保連が

どのようにコンビネーションを組むのか考えていかないといけない。      |
日 極端に合併させるのではなく、医療がきちんと提供される体制を組むような課題を整理

しながら議論を進めるべき。手数料が高い安いだけの話で終わつては意味がない。より良

い医療を提供するための競争はあつてしかるべきだが、審査料や審査率などお金だけの議

論は、、結果として医療が提供されず国民が困るので、そういう議論はやめて欲しい。



○遠藤委員

・ 審査機関は、あくまでも患者に適切な医療を提供するための組織であり、査定率の観点

だけで見るべきでない。皆保険では、患者が診療所に来れば当然診察しなければならず、

適切な医療を実施する必要がある。特にQOLを支える医療が重視されており、患者の要

望によつて違う治療もある。裁量権の問題もあり、医療にかなりの幅がある中で、こうし

たことが生かされないと医療が歪んでしまう。国保連と支払基金の統一が目的ではなく、

医療を適切に提供するための審査機関という観点から考えていくことが必要である。

・ 公的制度であるので、限られた財源の中で当然ルールに従つて医療は実施しなければな

らないが、医療側はルールのための医療ということはやつていない。患者に必要な医療を

提供するし、それをどう評価していくのかが必要である。

・ 支払基金は中立的な立場で、国保連は保険者から成り立っており、組織としての性格は

異なるが、それぞれ支払者側と医療提供者側の間に立ち、中立性を保ちながら実施されて

いる。こうした審査機関が間に入つてコントロールすることは、現状では皆保険を維持す

る上で重要である。
日 医療費削減のための審査ではないと思うので、国民に適切な医療をどう提供するのか、

それを限られた財源の中でどうやるのか、その際の組織づくりはどうあるべきかという観

点から議論してほしい。

・ 支部間格差の議論があるが、治療方針や術式・手順等については教育機関である大学病

院等でも医科、歯科問わず差がある。そうした中で絶対的な正しさというものが本当にあ

るのか。現場を見れば、患者ごとの対応が絶対必要な場面はあるし、各審査委員はそれぞ

れの見識の下に判断しており、若干の差が出る。そうしたものをなくすことが即、正しい

ことなのか。その差が意味するものが何であるかを議論する必要がある。

○長谷川委員
口 審査の質だけでなく、医療の質にプラスに貢献する仕組みをどう構築するかという観点

から考えるべき。効率の観点から議論すべきだが、コストの削減だけの議論は、本委員会

が要請されていることへの答えにはならない。質と効率と法規制をどう考えるかという

「総合性」がキーワー ドになる。

・ 審査支払を自分でやろうと思つたら、非常に特別な契約を個 に々結ばざるを得ず、実際

にはできないし、全国の診療状況はどうかなど、本当にそれが正しいのかどうかを確認す

るすべはない。その意味では、すべての情報は審査支払機関が持つており、情報の公開が

重要である。
日 i丁 の整備は必要だが、業務プロセスも変わつていかないと意味がない。そうしたこと

を審査支払機関がどのように認識しており、どこに改善の余地があるかも議論する必要が

ある。審査は、最後は医者が確認しないといけないことは分かるが、単純な審査支払の機

能は ITによつて置き換えることが可能かもしれないし、紛争処理は分離すべきというこ

とで議論を進めた方がいい6

・ 例えば、診療技術の評価において、コストの積み上げだけでなく、トータルの疾病管理

という概念から、国がプライシングの概念を考えていくべきであり、その際、審査支払機

関は大きな情報を持つているので、あわせて検討してはどうか。           ヽ

・ 菌保連と支払基金は、レセプトの振り分け、審査、紛争処理の3つの機能を持つている

が、国保連はさらに保険者機能も有している。したがつて、組織体としてそのまま統合と



いうのはあり得ない。いきなり統合ありきという話ではなく、競争であればどういつた環

境を整備したらいいかということを議論すればいい。

'国保連は都道府県で審査手数料が異なるが、いわゆる保険者としてのコストと審査機能

のコストを分けておらず、一緒になつていると思うので、その辺りもきちつとした組織体

として機能しているかどうかの評価において大事な部分である。
1どこの審査支払機関がいいかという議論は、情報公開がなければできないし、そのため

には I丁化やオンライン請求などのインフラの整備が必要である。質の担保においても、

支払基金のデータ公開のルールをきちつと作つていただきたい。
口 民間が新規参入できるためには、レセプトのオンライン請求のインフラが必須である。

三者構成の紛争処理体制が必要だが、国保連では安いコストで大勢の医師を確保している

が、民間ではこの条件は無理であり、ペイしない。したがつて、47国保連プラス支払基

金の48の競争というのが、競争条件の第 1ステップとして実現可能なのではないか。こ

の考え方を反映したのが、規制改革会議の第3次答申である。

○高田委員
口 支払基金が860億 円の事務費をかけて審査 し、査定額が 232億円。この事務費には

支払事務のコス トなどもあるが、保険者である健保組合でまた50～ 60億円のお金をか

けて事後点検するとまた査定が出てくる。再審査の査定分については保険者が努力した結

果であるが、本来、これは支払基金がきちつと審査 し、 1回で済ますべきものである。

・ 経済効率だけの話をすると、審査を委託 しない方が保険者 保ヾ険料を納める国民にとつ

ても低コス トで済むのは、非常に皮肉なことである。やはり、「自分の答案を自分で採点

する」と椰楡される現状は変えないといけないぶそうでないと、保険者としては「もつと

効率的にできるところはないのか」と被保険者から言われたときに答えられない。

・ したがって、審査委員会できちつとやつているのであれば、外からチェックできるよう

な仕組みを自ら作つていく必要がある。単に統合とかではなくて、諸外国の事例とかいろ

いろできることを前向きにやっていく必要がある。

・ 急激な少子化が進む中で、国民皆保険制度が崩壊 してしまうのではないかと危惧 してお

り、すべて「 Tでなくてもいいので、なるべく最少のコス トで効率的にきちつとやつてい

ることを担保する必要がある。その意味で、諸外国の審査支払制度、特に ドラスチックに

変えている韓国に関する資料を提供いただきたい。また、国保連の役員について、厚生労

働省の関係者がどれ くらいいるのか示してほしい。

・ 例えば国全体で最適になるようなプラットホームはコンピュータシステムを一つで運用

するなど、競争というより、今のシステムがちゃんと機能しているのかどうかを検証する

必要がある。コス トとか競争といつた上っ面の話ではなく、今の三者構成がきちんと機能

しているのかどうかなど、現役を離れた審査委員経験者に実態を聞く機会を持ち、議論じ

てほしい。

○高橋委員

・ 全国健康保険協会は、3500万人の加入者を抱え、レセプ ト枚数は支払基金全体の半分

の4億枚弱であり、直接審査と言われてもtわずかな職員ではパンクするのが目に見える

わけで、自前でやるよりも審査支払機関で効率的にやるというのが、3500万人を抱えて

いる保険者の本音である。



・ 支払基金と国保連とでは、査定率にかなりの違いがあり、低いところに合わせたらとん

でもない話であるので、査定率が倍も違うにもかかわらず、事業仕分けで統合の話が出て

くるのは理解ができない。

・ 審査とはルールに適合しているかどうかを確認するものであり、切ることではないと思

うが、そうであるとすれば、切つた分だけ手数料を付ける、いわゆるパフォーマンスフィ

ーの手数料は、胡館があるのではないか。手数料の体系をどうするかは、審査行為の性格

が、本当に確認なのか、切ることなのかをきちつと議論しないと進まないのではないか。

・ 支部間格差の違いの源泉は、診療報酬自体があいまいな部分が相当多く、個別の医療判

断になつており、そこからかなりの違いが出るのではないか。

・ 支払基金の法的な位置づけがあいまいになつているのではないか。以前は、被用者保険

は支払基金に委託することが義務であり、特別な法律上の地位が認められていたが、選択

制に変わり、直接審査をやつてもいいとなると、その存在の位置づけや法律上残しておく

理由、行政庁の関与が残つている理由が分からなくなつている。審査機関の審査サービス

は、公共的なものであると理解すれば、審査業務への自由な参入は認めるべきでないし、

直接審査を認めながら、自由な参入を完璧には認めていないのはt今の制度はどちらに向

いているのかが分からない。その辺りをはつきりさせないと、制度の建て方を決められな

いのではないか。

・ 支払基金は、制度上の問題としては、法人としては一つだが、実際は各都道府県の支部

の審査委員会が査定の最終決定をしており、審査機関としては別々の47都道府県の審査

機関の連合体でしかなく、本部には何の審査権限もない。支部間格差の問題は、そこに一

つの原因があると思われる。
口 柔道整復の審査支払は、支払基金はやらず保険者がすべてやつているが、内容面で問題

のある請求が出ている。必死に審査しているが、報酬体系の根つこがおかしいと審査のや

りようがないので、柔道整復は根つこから見直して欲しい。

口 事業仕訳けが指摘する組織の統合は、全国唯―の組織、業務独占になるので、保険者の

直接審査の話も消えるし、規制改革会議が求める競争促進とは矛盾するのではないか。

○村岡委員
口 統合の問題よりも、審査の基準を全国的に標準化していくことが先に議論されるべき。

競争性を導入した場合に、審査に力点が置かれて、国民に対する適切な医療の提供がない

がしろにされることは、市民、県民のためにも避けなければならない。

・ 国保連は、市町村の保険者としての業務の代行と、市町村が共同して実施する業務を代

わうて実施しており、こうした支払基金との違いを十分考えて議論してほしい。国保連に

は全国の市町村が保険者として参加しているので、その意見を十分に反映した形で議論を

進めてほしい。                  レ

・ 国保連は、医療費抑制の視点でけ、県民にジエネリックを情報提供しつつ、保険者の負

担も減らしていく取組も実施している。そうした取組とあわせて、統合の在り方を総合的

に議論 していくべき。

○足利委員     ‐

・ 近年、急速に電子化が進んでおり、電子レセめ時代にいかに対応していくか、支払基金

でも9カ 月にわたつて議論 し、先般報告書を取 りまとめた。内容は次回に報告するが、審



査の充実や支部間の違いの解消に取り組むことも方向付けされている。

○稲垣委員

"国保連ではなぜ都道府県間で審査や手数料の格差があるのか、調剤レセプトの審査の現
~1大

と今後の取組、国保連で審査している柔道整復の問題点についてt次回に説明したい。

○飯山委員

“ すべて正しいレセプトが提出されることが理想的な状態だが、この状態を確保するため

にも一定の権能と能力を持つた審査機関が必要である。国保連と支払基金とで査定率の差

があり、また、支部や県の間でも差があり、ばらつきがあるのも事実だが、ダブルスタン

ダー ドが出てしまうのは、国民の医療に対する不信感につながると思われる。審査の精緻

化という問題については、情報交換しているが、支払基金との間で意見交換し、統一を図

っていくのが望ましい。国保連は保険者が設立した団体であり、区市町村との密接なつな

がりの中で、区市町村の業務をいろいろ行つていることも、次回説明したい。

○森田座長
・ 事業仕分けの指摘は、同じ業務を複数の組織でやつているのは無駄ではないかという考

えによるものであり、審査そのものの内容について踏み込んで議論されたものではないと

理解している。したがつて、組織そのものではなく、審査の内容について議論する必要が

ある。
コ 競争と一元化はそれぞれ選択肢としてあり得るが、競争が絶対いいとは言えないし、一

元化による弊害があるのも間違いない。ただし、現状はそれぞれ寡占的で住み分けている

二元状態があるのが批半1の対象であると理解しており、効率化でコストを下げる有力な手

法として 1丁化を進めていくこともありうる。審査の質はきちんと担保しながら、どのよ

うな形でコストを下げていくのか、その方向を考えていくのが本委員会に期待されている

ことと理解している。

以 上



各委員か らの主な意見の概要 (第 2回 )

※ 支払基金の取組状況等について足利委員から、国保連合会の取組状況等について飯山

委員から説明後、以下のとおり、各委員から意見、質疑等があつた。なお、最後に森田

座長から、3回日以降はこれまでの議論を踏まえ資料等が準備できたものから順次検討

していくこと、審査委員経験者から話を聞く機会も設ける旨発言があつた。

○森田座長

・ なぜ支払基金と国保連の審査が一本化できないのか、なぜ進まないのかが、説明を聞

いてもよく分からないので、この点はこれから明らかにしていきたい。

, 日本の財政は大変厳しい状況にある中、医療費は増えていき、医療需要も確実に増え

ていく。ずっとサステイナブルな形で医療を供給していくためには、医療の供給と保険

支払いについて、最大限の効率化を図らなければならない。事務的な経費で相当なコス

トを割かれると、その分だけ診療報酬は抑制され、影響が出てくる。その意味では、医

療を供給する医療機関側にそれ相応の診療報酬が手当されるようにするためには、事務

的なハンドリングのコストを最′]ヽ化することは、合理的な理由があるのではないか。

○足利委員

・ 支払基金と国保連の機能のうち審査の部分を一緒にやることについては、これまでの

経緯によつて現在の仕組みがあるため、当事者として一義的に言いづらいところもある

が、審査とは、基本的にはレセプトの内容が保険診療ルールに適合しているかどうかと

いうことであり、保険診療ルールは支払基金と国保連とで同じ点数表であるので、審査

に限っていえば、共通の土俵にすることが考えられないわけではない。ただし、物理的

にどうやつて確保するのか、どういう仕組みにしていくのかなど、周辺部分で極めて検

討課題が多いと考えている。

・ 支払基金の手数料単価は、経費をレセプトの見込み件数で割り戻して単価を算出して

おり、具体的に毎年、保険者との協議により決定している。近年かなり引き下げを行つ

てきており、平成20年度に策定した手数料の見直しについては、今年度で23年度の

水準を前倒しで達成している。

・ 再審査においては、保険者で実施した月をまたいでの縦覧審査や調剤レセプトとの突

き合わせなどで問題があつたものを提出いただき、支払基金の審査委員会で判断するこ

とになつている。したがつて、再審査の中には、原審査で見落とした分と保険者でない

と分からないものとの両方の実績があり、そのデータは分けて資料には掲載している。

○粟生田委員

・ 国保連と支払基金との統合は、保険者である市町村にとつて経費削減の確約があるの

であればメリットだが、国の補助金は限定されると思うのでt市町村の持ち出しがかな

り増えるのではないかということが非常に心配。またt統合によって審査支払手数料が

標準化されることはいいことだがて手数料が高くなるのではないかということが,い配。



・ 統合に当たつては、システムの改修に膨大な費用がかかる。全国の市町村は同じシス

テムではないので、移行後に情報が今までと同様に提供されるのか、本当に事務処理が

スムーズに移行できるかが,い配。

・ 市町村にとつて統合は、国保連との共同事業にも大きな影響がある。現在の共同事業

は、県ごとに独自性があるが、統合した場合にその独自性が確保されるのか。町独自で

共同事業を実施するのは困難であり、その事務を保険者に帰属させられた場合、事務量

力期彰大になるおそれがある。メリットよりも、デメリットの方が大きいのではないか。

○飯山委員

・ 国保連と支払基金の機能のうち審査の部分を一緒にやることについては、審査委員の

任命の仕方が基本的に異なつており、現状ではハー ドルが高すぎるので、慎重に検討す

る必要がある。これまでの経緯もあり、一朝―夕にすぐに審査ができる体制が構築でき

るかについては、何が問題で何が可能かをかなり詳しく分析する必要がある。

・ 国保連の審査支払手数料の積算根拠にある「職員人件費等」は、人件費のほか事務所

の借上げ経費、光熱水費、電話料等の物件費が入つている。各国保連で健保組合から審

査の委託を受けた場合の手数料については、負担金等を負担している市町村保険者や国

保組合と同じ料金で可能かどうか、保険者が全国展開していることによる決済手続きの‐

費用をどうするかを含め、コス ト計算が必要であり、具体的な単価はすぐには申し上げ

られないが、制度的には委託を受けることは可能である。国保連では、介護負担金など

審査支払に直接関わらない業務のコストは分けて、審査支払手数料を計算している。

・ 国保と後期高齢者の審査手数料の違いは、国保は一般経費のうち会員負担金で賄つて

いる部分があるためできるだけ低く抑えているが、後期高齢者は実際に各県で審査にか

かる費用から単純に算出しているため違つている。               |
日 未収金の問題は、患者の自己負担金に直接タッチできる立場にないので、何とも申し

上げようがない。

・ 国保連の再審査は、支払基金と同様、保険者で点検した結果、疑義があつたものを再

審査で査定しており、都道府県別の査定率のデータとあわせて再審査のデータも提供可

能である。

○稲垣委員

・ 未収金の問題は、保険給付のフ割部分も問題となつており、資格異動による返戻の間

題の解決のためには、社会保障カー ドを構築し、医療機関、薬局等が窓口で被保険者証

により資格異動を確認できれば未収金は発生しないと思う。社会保障カー ドの構築が進

めば、問題の解決するのではないかと思つていたが、どうなつたのか。

・ 支払基金と国保連で査定時の計算方法が若干違うという指摘がある。ある県では国保

連の方が査定率は低いが査定は厳しいとの意見もあり、それが数字に反映されていない

との指摘もあるので、査定率の比較については国で統一いただきたい。

○岩田委員

"支部間格差は大きな問題であるが、全体のレセプトからすれば少ない査定率の中での

つ
∠



格差であり、全体像を考える必要ある。支払基金内部の原因だけでなく、例えば、 1カ

月間でレセプトを審査して返さなければならないことや、提出されるレセプトの質にも

大きな差があるなど、外在的なルールや原因も大きく関わつている。

口 行政刷新会議の議論の一部では、審査機関が医療機関側なのか保険者側なのかという

切り口で議論されていたが、議論の立て方は分かりやすいが、ミスリーディングである。

国民や患者のためになるかや、医療の質の向上につなげていく議論が大事である。

・ 支払基金と国保連の手数料の違いについて、どういう理由で違いが生じるのかを分か

りやすく比較できるような形で示して欲しい。また手数料の高低だけではなく、審査結

果に差異があるかを含め、違いが比較できるものでないと、被保険者である患者や国民

のためになるかを判断できないだろうし、それ抜きに保険者側‐も選択することができな

いのではないか。

○遠藤委員
ロ レセプトの電子化は、支払機関や保険者のメリットはあるが、医療機関側は設備のお

金や手間隙がかかるがメリットが見えない。医療機関側にどのようなメリットがあるの

か、電子化によつて支払期間の短縮化が今後進展するのかを教えて欲しい。

○齊藤委員

・ 支払基金と国保連の機能のうち審査の部分は、現場の裁量があるため医師が審査しな

ければならないなど、かなり共通している。審査における支払基金と国保連の格差は、

国民が等しく医療を受ける上でも歪みがあるといわざるをえない。審査については、長

期的には一緒にやつていく仕組みがあり得るのではないか。

口 審査委員の任命の仕方が支払基金と国保連で異なるため一つの土俵で行うことができ

ないという意見については、任命の方式を合意して変えれば実質的に一つの土俵ででき

るということではないのか。

・ 未収金の問題は、膨大な額になるだけでなく、医療職の職業意識を著しく傷つけてお

り、大変問題認識を持つている。被保険者が保険者のお墨付きをもらって保険証を持つ

て診療を受けながら、事情があつて支払えない人もいるが、確信犯的に支払わない人も

いる。そば屋なら食べてそのまま出たらすぐ捕まるのに、医療費の踏み倒しはしかるベ

き歯止めがないのが実態。保険者が不良な被保険者を医療機関に送ったので、その費用

は保険者に請求できるのではないかとの解釈もある。この問題について保険者や審査支

払機関はどう考えているのか。

口 統合すると競争がなくなるとの指摘については、2つに分かれて'いれば適切な競争が

起こるわけではない。共通の土俵の中で、共通の尺度で比較するからこそ、こちらの方

がムダ、こちらの方が優れているとなる。現在は比較しようがないので、競争のレベル

に達していないということである。

○高田委員

・ 被用者保険の保険者が国保連に審査を委託する場合、どういう形で手数料を算出して

くれるのか教えてほしい。国保連の審査支払手数料の積算根拠にある「職員人件費等」



は、どういう費用が含まれているのか。また、国保連では、審査支払に関する費用とそ

れ以外の業務の費用は区分して、手数料を算出しているという理解でよいか。

・ 保険者として支払基金との間で手数料の交渉を毎年行つているが、残念ながらコス ト

構造は明らかにされていない。国保連では、従事している職員の業務をもとに算出して

いるが、支払基金は国保連よりも少しどんぶり勘定の感じである。国保連とベースを合

わせるだけでも、今でも手数料はもう少し下がるという感触を保険者側は持つている。

・ 保険者側が再審査を出したときに、肖1り 屋が削つたとか言われるが、本来チェックす

べきところができていないからであって、言われのない話であり、保険者側は保険ルー

ルに合えば払う。

・ あるべき姿から、問題の要因を分けて本質論を議論していく必要がある。具体的には、

「制度 ロルール・法律の問題」「組織、体制の問題」「仕組み、システムの問題」「審査支

払機関の風土、マネジメント、法人としてのガバナンス」「審査のあるべき姿の期待値、

現実とのギャップ」の5つ ぐらいある。中でも一番根本的な要因は、あるべき姿とのギ

キップが最も大きく、支払基金法は紙をベースにできた法律であり、電子化が進んでも

あまり法は変わつていないが、なぜ審査機関が必要なのか、なぜ審査をしなければいけ

ないのかということも考えていつて、将来的には審査の必要のないような制度を構築し

ていくことも考えていけば、問題は収敏していく。と思う。

○高橋委員

・ 各県の国保連の査定率がどの程度違うのか、教えてほしい。

・ 今の審査機関の法的性格は審査の最終決定機関ではないが、今後、保険者が審査を自

分でどんどんやつていくと、一種の自由参入になり、紛争が非常に増える可能性があり、

紛争処理機構をきちんとしておかないと混乱するので、きちんと考え方をまとめる必要

がある。審査が公共財であリオンリーワンと考えるのか、それとも自由化でやるなら査

定について紛争が起きた場合にどういうシステムで解決するのか、よく考えなければい

けない。

○長谷川委員

・ 審査の質と医療の質は分けて考えた方がよいが、非常に密接に関わつている。審査の

質については、非常にコンサバティブに考えれば、診療ルールに逸脱しているかどうか

をチエックすることが審査支払機関の法的な権能になるが、例えば、診療ガイドライン

が各国で開発されているように、審査支払機関には非常に多くのデータがあるので、こ

れを公開することで標準化を1図 つていくというポジティブな仕組みも考えていくべきで

あり、審査の質と医療の質が密接に関わつていく部分である。

・ 審査の効率については、例えば韓国では、10億枚のレセを2000人弱でみており、

支払基金の4倍 くらいの効率であり、費用は100億程度なのでもっと安い。なぜ韓国

ができて日本はできないのか、事務経費でみたいわゆる審査の効率について、もう1回

深掘りして考える必要がある。もう一つの審査の効率は、実際の削減の率である査定率

や返戻率などでみる必要がある。審査の質と効率は、いずれも今まできちんとレビュー

する仕組みがなかつたので、まだ十分でないという指摘がされるし、きちんと公開して



組織内部でもレビューし、改善していく仕組みが弱かつたのではないか。

・ 電子化のインセンティブについては、例えば韓国では、EDI(コ ンピュータネット

ワークを利用した標準化された電子文書)で レセプトを請求すると支払い期間を短くし

てくれ、優良マークは監査の免除というインセンティブがある。例えばアメリカでは、

情報公開する医療機関には診療報酬の上乗せや、一定の基準の電子カルテを付けると更

に上乗せする。国が方向を示し、必要な資源を確保し、インセンティブを与えることに

ついて、各国で非常に多くの知見があるので、非常に得られる部分は多いと思う。

○村岡委員
口 市町村国保の保険者の立場からすれば、国保連のコストが安い状況で統合することは

非常に大きな問題。コストの格差がある原因について、どういう費用がかかつているの

かを分かりやすく示してほしい。

○山本委員
ロ レセプトの電子化をすべて終えている薬局の立場からすれば、支払機関の事務の合理

化は極めて進んだのだから、支払が早くなるなどのインセンティブがあつてしかるべき。

・ 資格異動による返戻はすぐに戻つてくるようになつたが、資格異動した者の居場所が

分かつているのであれば、保険者間でその情報をやりとりして、あらかじめ返戻が生じ

ないような仕組みを考えるべきではないか。

=単 に質のばらつきや審査が早い遅いではなく、保険そのものがうまく回る仕組みが要

るのではないか。審査を一本化した場合、競争原理が働かないのではないか。医療者が

安心して医療を提供できるシステムを組まないと、医療機関には大変な負担が残ってし

まう。

○渡辺委員
口 支払基金の手数料は、かつて120円 ぐらいあつたが当時メデイアからも批判されて

下がつたと記憶しているが、114円に下がつて以来、紙媒体はずつと据え置かれてお

り、なぜこれだけ高いのかという根拠が説明を聞いてもよく分からない。特に、国保連

の手数料と比較して、積極的な理由が見えてこないので、批判がまだ続くのはやむを得

ない気がするので、改めた機会でもいいので、価格の根拠を説明して欲しい。

・ 2次審査の査定の実態について、聞きたい。

○高智オブザーバー  ′
‐

口 支払基金の説明では、請求者と同業のプロフエツショナルの医師及び歯科医師によつ

て構成される審査委員会の審査それ自体が、不適正な請求を抑制する効果があると断言

しているが、エビデンスベーストの話にしてほしい。

・ この分野は国際比較が非常に重要である。韓国では、HIRAに聞いたところ、審査

の分野に看護師を大量に投入しているが、それによつて生じる弊害もほとんど報告され

ていないと聞いている。100億円規模のコストで賄つていることは見過ごせない点で

あり、委員会でも十分議論してほしい。



健康保険組合によるレセプトの直接審査支払について  第3回 参考資料2

(1)現行の健康保険法では、保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があつたと
きは、療養担当規則の定めに照らして審査の上、支払うこととされており、この審査 口支払の事務を、社会保険
診療報酬支払基金に委託することができるとされている (健康保険法第76条 )。

(2)ま た、現行制度では、被保険者が疾病にかかつたとき、できるだけ容易かつ速やかに療養の給付を受けること
ができるように保険医療体制が組織されなければならないという社会的要請を満たすため、保険医療機関は、公
法上の契約に基づく仕組みにより、保険者を区別せず、すべての被保険者に療養の給付を行つている。

(3)この公法上の契約は、一定の療養の担当方針等に従い、保険者に属する被保険者に対して療養の給付を行い、
その対価として診療報酬を請求し、その支払を受けるという双務契約であると解されている。このため、保険者
が直接審査を行う場合でも、被保険者への療養の給付と、保険者へのレセプトの請求、審査が円滑に行われ、紛
争を未然に防ぐ観点から、一定の条件を定めている (平成14年 12月 25日 保発第1225001号等)。

(4)調剤レセプトについては、平成22年 3月 現在、11健保組合において各組合が370～ 380保険薬局と契約を締結し、
直接審査が行われている (各組合で月当たり約200件～1700件の請求件数)。

債権債務の決済

処理 (医療機関
が同意 した場合)

請求
審査結果の通知・

疑義照会及び支払

① 対象保険医療機関 (調剤レセプトの場合、
保険薬局)の同意

② 公正な審査体制の確保(医師等による審査)

③ 個人情報の保護の徹底
④ 紛争処理ルールの明確化 (あ らかじめ具体

的な取決めを文書で取り交わす)

:               ^     _

|※ 調剤 レセプトの場合、適正な審査に関す
る意見を受ける契約を、健保組合が支払基金
と締結 した場合は、適正な審査を行える体制
を確保し、紛争が生じた場合の処理ルールに

ついて対象医療機関と健保組合との間で具体
的な取決めがなされたものとしている。
(平成19年 1月 10日 保発第0110001号 )

L_____― ―___― ――‐―――――――――――■―……………………………」

適正な審査に関する

意見を受ける契約

健康保険組合
適正な審査に

関する意見

紛争処理ルール

の取決め

T遷石二言
l対象保険薬局

l



保発第 O110001号
平成 19年 1月 10日

健康保険組合理事長 殿

厚生労働省保険局長

健康保険組合における調剤報酬の審査及び支払に関する事務の取扱いについて

標記については、「健康保険組合における調剤報酬の審査及び支払に関する事務の取扱

いについて」 (平成 17年 3月 30日 保発第0330005号)等により示してきたところである

が、「規制改革 。民間開放推進 3か年計画 (再改訂)」 (平成 18年 3月 31日 閣議決定)

において、同通知の見直しを行 うこととされたことを踏まえ、今般、同通知を廃止し、健

康保険組合における調剤報酬の審査及び支払に関する事務の取扱いを (別添 1)の とおり

変更することとしたので、御了知願いたい。

なお、健康保険組合が調剤報酬の審査及び支払に関する事務を行う場合においては、健

康保険法施行規則 (大正 15年内務省令第36号)第 4条第 3号に規定する重要事項とし

て、規約の変更及び当該変更に係る厚生労働大臣の認可が必要であるので念のため申し添

える。

(別添 1)

健康保険組合における調剤報酬の審査及び支払に関する事務の取扱い要領

健康保険組合による審査及び支払

(1) 健康保険組合は、特定の保険薬局 (以下 「対象薬局」という。)と 合意 (当 該

合意の解除に係る事項を含む。)し た場合には、自ら審査及び支払に関する事務

を行えること。また、この場合、健康保険組合は、当該事務を社会保険診療報酬

支払基金 (以下 「基金」という。)以外の事業者 (以 下「事業者」という。)に委

託することも可能であること。なお、その再委託は行わないこと。
(2) 健康保険組合は、対象薬局との合意内容等につき組合会に諮るとともに、当該

対象薬局の名称等を規約に明記すること。 ((別添 2)の健康保険組合規約記載例
を参照のこと。)

対象となる調剤報酬請求書

(1) 健康保険組合が自ら審査及び東払に関する事務を行 う場合 (1の (1)により

事業者に委託する場合を含む。)に は、下記 (2)に掲げるものを除き、対象薬

局で調剤を受けた当該健康保険組合の被保険者及び被扶養者 (以下「被保険者等」
という。)に係るすべての調剤報酬請求書を対象とすること。

(2) 老人医療及び公費負担医療 (社会保険診療報酬支払基金法 (Π召和 26年法律第
129号)第 15条第 2項又は第 3項に規定する事務に係るものをいう。)に係

る調剤報酬請求書の審査及び支払に関する事務については、従来どおり、基金が

取り扱 うこと。

公正な審査体制

(1) 健康保険組合は、健康保険法 (大正 11年法律第 70号)第 76条第4項 (同

法第 110条第 7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保険薬局

及び保険薬剤師療養担当規則 (昭和 32年厚生省令第 16号 )及び健康保険法の

規定による療養に要する費用の額の算定方法 (平成 6年厚生省告示第 54号)そ
の他関係通知等 (以 下「関係法令等」と総称する。)の規定に照らして点検及び

突合 (「 調剤報酬請求に対する審査の実施について」 (平成 18年 3月 10日 保発

第0310004号 厚生労働省保険局長通知)男1添に定める突合をいう。以下同

じ。)並びに適正な審査を行 うことが必要である。このため、審査対象となる調

剤について十分な知識と能力を有する医師又は歯科医師 (以下「医師等」という。)

等に審査を担当させることなど適正な審査を行える体制を確保すること。
なお、健康保険組合が、突合を行つた調剤報lgII請 求書に係る審査に関し、基金

との間で適正な審査に関する意見を受ける契約を締結したときは、当該ia・ 康保険

組合については、適正な審査を行える体制を確保 したものとすること。

(2) 対象となる調剤報酬請求書の基となる処方せんを発行した保険医療機関 (以下
「対象医療機関」という。)の医師等が審査を行ってはならないこと。

2



(3) 健康保険組合が審査及び支払に関する事務を事業者に委託する場合には、当該

事業者は本要領によって健康保険組合に求められる公正な審査体制を確保すると

ともに、健康保険組合は必要な指導監督を行 うこと。

(4) 健康保険組合は、対象薬局から調剤報酬請求書の作成を委託されている者に、

審査及び支払に関する事務を委託してはならないこと。

なお、対象薬局から調剤報酬請求書の作成を委託されている者 と実質的に同一

又は子会社等とみなされる場合も同様であること。

(5) 地方厚生 (支)局は、地方社会保険事務局との密接な連携の下に、健康保険組

合又は事業者の審査の適正を確保するため、審査の基本方針や審査状況 (査定率、

査定理由など)について、健康保険組合に対し、必要な報告を求めるなどの指導

監督を行 うものであること。また、これに反した場合には、健康保険組合に対し

必要な行政処分を行うものであること。

4 個人情報の保護

(1) 健康保険組合においては、被保険者等の個人情報が漏えいしないよう、万全を

期すること。このため、服務規程等において職員の守秘義務を明記するとともに、

個人情報に関する取扱責任者を定め、個人情報の取扱いに関し、漏えい、滅失又

はき損 (以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の保護のために必要

かつ適切な措置を講ずること。

(2) 健康保険組合が調剤報酬請求書の審査及び支払に関する事務を事業者に委託す

る場合においては、当該事業者は、本要領により健康保険組合に求める個人情報

の保護に関する措置をとることが必要であることも健康保険組合は、当該事業者

にこれらの措置を適切に行わせる責任を有するものであり、当該事業者に対し、

必要な指導監督を行うこと。

なお(委託契約上に、事業者が個人情報の漏えい等をした場合の損害賠償や契

約解除に関する規定を明記すること。

(3) 以上を含め、個人情報の保護については、「健康保険組合等における個人情報

の適切な取扱いのためのガイ ドラインについて」 (平成 16年 12月 27日 保発

第 1227001号 厚生労働省保険局長通知)に従い、その徹底を図ること。ま

た、これに反した場合には、健康保険組合に対し必要な行政処分を行 うとともに、

違反した健康保険組合又は事業者の公表を行 うものであること。

5 債権債務の決済処理

ltt康保険組合は、調剤報酬請求書の審査及び支払に関する事務を行うことに伴い、対

象医療機関とのFFOで生じる債権債務について、当該対象医療機関と合意 したものの決済

処理に係る事務を、当該対象医療機関の同意を得た上で、基金に委託できること。

6 紛争処理ルールの明確化

審査内容に関する見解の相違や支払の遅延など審査及び支払に関する紛争の発生に備

え、支払期日を明確にするとともに、紛争が生じた場合の処理ルールについて、健康保

険組合、対象薬局及び対象医療機関 (減額査定が行われるなど、紛争の発生が見込まれ

る場合に限る。)と の間で、あらかじめ具体的な取決め (例 えば、審査結果について当

事者間で合意が得られない場合には審査に携わる医師以外の中立的な医師による調整に

従 うこと、事業者の支払が遅延 した場合には健康保険組合が支払 うこと等)を文書によ

り取り交わすこと。

なお、健康保険組合が調剤報酬請求書の審査及び支払に関する事務を行 うことに伴い、

対象医療機関との間に紛争が生じた場合において、健康保険組合 (3(1)の契約を締

結 しているものに限る。)が 、基金との間で当該対象医療機関の不服を踏まえた適正な

審査に関する意見を受ける別途の契約を締結したときは、紛争が生じた場合の処理ルー

ルについて健康保険組合と対象医療機関との間で具体的な取決めがなされたものとする
こと。この場合において、当該対象医療機関から当該健康保険組合に申し立てられる不

服の申立て手続等については、基金において通常行われてしヽる再審査の例によることと

すること。

7 その他

(1)地 方厚生 (支 )局においては、健康保険法第27条 、第29条の規定等に基づ

き、健康保険組合に対し、必要な審査体制、個人情報の保護、その他の状況につ

き適宜報告を求め、必要な指導監督を行うものであること。
(2)対 象薬局は、保険薬局である以上、すべての被保険者を平等に取り扱うべきで

あり、また、健康保険組合は、患者のフリーアクセスを阻害することがあっては

ならないこと。
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保発第 1225001号
平成 14年 12月 25日

健康保険組合理事長 殿

厚生労働省保険局長

健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱いについて

健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務については、「健康保険組

合における診療報酬の支払に関する件」 (昭和 23年 8月 21日 保発第42号各都道府県

民生部保険課長宛厚生省保険局長通知)に より、社会保険診療報酬支払基金に委託するよ

う指導してきたところであるが、今般、同通知を廃止するとともに、「別添 1」 のとおり

取り扱 うこととしたので、ご了知願いたい。       |

（尽
経
報
こ
褒
゛
ヨ
饉
き
蛍
ヨ
）

4∫

（歯
）
　

≪
８
駅
？
≪
専
恩

（普
）

≪
宰
Ｒ
Ｉ
≪
【ミ

≪
８
株
？
ぐ
専
盤

蠍
宰
態
？
輩
【撼



(印 1添 1)

健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱い要領

健康保険組合等による審査及び支払

(1) 健康保険組合は、特定の保険医療機関 (以下「対象医療機関」という。)と 合

意した場合には、自ら審査及び支払に関する事務を行えること。また、この場合、

健康保険組合は、当該事務を社会保険診療報酬支払基金 (以下「基金」という。)

以外の事業者 (以下 「事業者」という。)に委託することも可能であること。な

お、その再委託は行わないこと。

(2) 健康保険組合は、対象医療機関との合意内容等につき組合会に諮るとともに、

当該医療機関の名称等を規約に明記すること。 (「別添 2」 の「健康保険組合規約

例 (昭 TΠ 3 6年 6月 23日 保発第38号 )」 の改正を参照のこと。)

対象となる診療報酬請求書

(1) 健康保険組合が自ら審査及び支払に関する事務を行 う場合 (1の (1)に より

事業者に委託する場合を含む。)には、下記 (2)に掲げるものを除き、対象医

療機関で受診した当該健康保険組合の被保険者及び被扶養者 (以下「被保険者等」

という。)に係るすべての診療報酬請求書を対象とすること。

(2) 老人医療及び公費負担医療 (社会保険診療報酬支払基金法 (昭和 23年法律第

129号 )第 13条第 2項又|ま第 3項に規定する事務に係るものをいう。)に係

る診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務については、従来どおり、基金が

取り扱 うこと。

公正な審査体制                  
・

(1) 健康保険組合は、健康保険法 (大正 11年法律第 70号)第 76条第4項 (同

法第 110条第 11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保険医

療機関及び保険医療養担当規則 (昭和 32年厚生省令第 15号)及び健康保険法

の規定による療養に要する費用の額の算定方法 (平成 6年厚生省告示第54号 )

の規定に照らして適正な審査を行うことが必要である。このため、審査対象とな

る各診療科について十分な知識と能力を有する医師又は歯科医師 (以下「医師等」

という。)等に審査を担当させるなど適正な審査を行える体制を確保すること。

(2) 対象医療機関の医師等が審査を行つてはならないこと。

(3) 健康保険組合が審査及び支払に関する事務を事業者に委託する場合には、当該

事業者は本要領によつて健康保険組合に求められる適正な審査体制を確保すると

ともに、健康保険組合は必要な指導監督を行 うこと。

(4) 健康保険組合は、対象医療機関から診療報酬請求書の作成を委託されている者

に、審査及び支払に関する事務を委託してはならないこと。

なお、対象医療機関から診療報酬請求書の作成を委託されている者と実質的に

同一又は子会社等とみなされる場合も同様であること。

(5)地 方厚生 (支 )局は、地方社会保険事務局との密接な連携の下に、健康保険組

合又は事業者の審査の適正を確保するため、審査の基本方針や審査状況 (査 定率、

査定理由など)に ついて、健康保険組合に対 し、:ビ、要な報告を求めるなどの指導

監督を行うものであること。

4 個人情報の保護

(1) 健康保険組合においては、被保険者等の個人情報が漏えいしないよう、万全を

期すること。このため、服務規程等において職員の守秘義務を明記するとと1)に 、

個人情報に関する取扱責任者を定め、個人情報の取扱いに関し、漏えい、減失又

はき損 (以 下 「漏えい等」という。)の防止その他個人情報の保護のために必要

かつ適切な措置を講ずること。

(2)健 康保険組合が診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務を事業者に委託す

る場合においては、当該事業者は、本要領により健康保険組合に求める個人情報

の保護に関する措置をとることが必要である。健康保険x・■合は、当該事業者にこ

れらの措置を適切に行わせる責任を有するt)の であり、当該事業者に対し、必要

な指導監督を行 うことさ

なお、委託契約上に、事業者が個人情報の漏えい等をした場合の損害賠償や契

約解除に関する規定を明記すること。

(3)以 上を含め、個人情報の保護については、男1に定める「個人情報保護の徹底に

ついて」 (平成 14年 12月 25日 保発第 1225003号 当職通知)及び「健

康保険組合における個人情報保護の徹底について」 (平成 14年 12月 25日 保

保発第 1225001号 厚生労働省保険局保険課長通知)に従い、その徹底を図

ること。また、これに反した場合には、健康保険組合に対し必要な行政処分を行

うとともに、違反した健康保険組合又は事業者の公表を行 うものであること。

5 紛争処理ルールの明確化

審査内容に関する見解の相達や支払の遅延など審査及び支払に関する紛争の発生にlti

え、支払期日を明確にするとともに、紛争が生じた場合の処理ルールについて、Ftl康保

険組合と対象医療機関の間で、あらかじめ具体的な取決め (例 えば、審査結果について

当事者間で合意が得られない場合には審査に携わる医師以外の中立的な医師による調整

に従 うこと、事業者の支払が遅延 した場合には健康保険組合が支払うこと等)を文書に

より取り交わすこと。

6 その他

(1) 地方厚生 (支 )局においては、健康保険法第 27条、第 29条の規定等に基づ

き、健康保険組合に対し、必要な審査体市1、 個人情報の保護、その他の状況につ

き適宣報告を求め、必要な指導監督を行 うものであること。

(2) 対象医療機関は、保険医療機関である以上、すべての被保険者を平等に取り扱

うべきであり、また、健康保険組合は、患者のフリーアクセスを阻害することが

あつてはならないこと。
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― 診療報酬の請求ルールについて 、

○ 保険医療機関等が療養の給付に関して保険者に請求するこ
とができる の額 | が定めるところにより算
定することとされている。(健康保険法第76条等)

○ これを受け、個別診療行為毎の報酬額や、1月 あたりの算定
回数上限などの算定ル‐ルを大臣告示するとともに、その内容
を関連通知やQ&Aを通じて可能な限り明確化しているところ。
注1:関i連告示約30本、関連通知約30本。

注2:算定ルールに関する医療機関の理解を促進する観点から、併算定の可否や費用の包
括範囲など、告示等に定める算定ルールを取りまとめた電子点数表を作成。(この電子
点数表をもとに作成したレセプトコンピ三―夕を医療機関が使用することにより、単純な
請求誤りを排除することが可能。)

○ しかしながら、患者の状態は千差万別であり、診療報酬の算
定_の可否を、個々の症例ごとの医学的な判断に委ねざるを得
ない項目も存在する。

1                               :



レセプトを作成するための電子計算機(レセプトコンピュータ)

′ における電子点数表の活用イメージ
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医 科 電 子 点 数 表 の イ メ ー ジ

マ ス スターテーブル

診療行為
コード

診療行為
省略名称

包括・被包括関連 背反関連識別 算定回数条件

包括単
位①

グソレー
プ番号

包括単
位②

グルー
プ番号

1日 に

つき
同 一 月

肉 同時
1週間
につき

算定単
位コード

算定単
位名称

算定回
数

特例条
件

160170270
血管内視鏡加

算
00 00000C 00 000000 〔 1 0 0 131 月 1 C

160171310 血管内視鏡 03 D324001 00 000000 0 1 0 131 月 1 0

診療行為省略名称

16002771

16006741

血管内視鏡に包括される診療行為

―ブル (同 一月内 )

診療行為
コード①

診療行為①
省 路 名称

診療行為
コード②

診療行為②
省 略名称

背反 区

分
160170270 血管内視鏡加算 160164970 血管内超音波加算

背反関連テーブル ( )

診療行為
コード①

診療行為①
省略名称

診療行為
コード②

診療行為②
省略名称

背:反 区
分

160171310 血管内村 170000310 1

160171310 血 17002761C デジタル映像化処理 1

170000310 〉断 160171310 1管内
170027610 デジタル映像化処理 16017131C 血管内

背反区分      ~~~
1:診療行為コード①に含まれる
2:診療行為コード②に含まれる
34可れか一方を算定する

※包括・被包括関連に設定されているグルニプ番号と同
じグループ番号に設定されている診療行為は、包括され
ている診療行為であるため、同時に算定できないように
なつている。

※背反関係識別にフラグ「lJが

設定されている場合、背反関係
がある診療行為が設定されてい

るため、同時に算定できないよう
になつている。   _

０

０



医学的判断が必要な例

医学的に妥当性があれば、明記している患者以外の患者についても別算定が可能 :
な場合がある。

医学的根拠に基づいて費用が算 :
定される場合がある:      :

4

夕11日 HlbA l c(糖尿病の経過観察に用いる検査)

算定ルール(課長通知)                     (
〇 、月1回に限り算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬・イ
ンスリン治療を開始して6月 以内の患者等については、月1回に限り別に算定できる。

例 2日 経皮的冠動脈ステント留置術 (狭心症に対する治療)

算定ルニル(課長通知)   .
○ カテTテル及びステントセツトに係わる費用は、定められた本数(※ )を上回る本数を算
定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載す
る:     `   |

※ カテーテル及びステントセットの数

病変箇所数
経皮的冠動脈形成術用
カテーテル算定本数

冠動脈用
ステントセット算定セット数

完全閉塞病変
の場合

1箇所 2本以下 1セツト以下

2箇所 3本以下 2セット以下

完全聞塞病変以外
の場合

1箇所 1本以下 1セツト以下

2箇所 2本以下 2セット以下

● 口●ロロロ●口●●●●●コ●●■●30● ■●380000口 0● o● ロロ●●●●口●口

「

■●■E● ●●■●●■口●●●●コロ●●●ロロ■●●●■o● ■00● 0日 ●●・



歯科医学的判断が必要な例

歯周基本治療の実施部位及び回数等については、個々の事例で歯科医学的に判 :
断される必要がある。

当該処置の対象年齢や必要性については、乳歯や幼若永久歯の萌出状況、成人
であつても障害を有する場合の障害の程度等により差異があるため、個々の事例で
歯科医学的に判断される必要がある。

例 1口 歯周基本治療 (歯石の除去等 )

算定ル下ル(医療課長通知)

○ 歯周組織検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。
○ 歯周基本治療については、「歯周病の診断と治療に関する指針 (平成19年 11月 日本
歯科医学会)」 を参考とすること。

置
脚

蝕
独

つヽ

の
期
棚

初
駒 効果のある歯科用セメント等で塞ぐ処置

算定ルール (医療課長通知)

○ 原則として幼若永久歯又は乳歯の小さな溝の初期う蝕に対して行う。
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1.都道府県別審査委員数

反
分 社会保険診療報酬支 基ヽ金 国民健康保険団体連

医科

』
歯科

鴨 噺

計 医
η

歯
℃ 「≦嘉覇

計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

147 1    2

55 1    0

_ 50■  1
~4む

1~o

49 1   0

72 1   0

1101  
｀
0

168 1   3
‐
 69 1    1

50 1   0

86 1    2

207 1    4

135 1    3

52 1    0

42     0

37 1   3

40 1    1

０

‐

一
０

一
０

一
０

一
３

０

１

１
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・
７９

６９
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・

４

　

３

58 1    0

38 1   0

44 1    2

61,  0
37 .    0

139 1    3

33 1    0

61 .  0

71      2

49 1    0 ‐

三

1:二

_11

i33 1l_
I 8l o
t-

10 1 0
-i

_14i o

I g, O
t-;
. 71 0
i _ r-1140
F-I 18 1i-

16 0

i- rq or 1_35, 0

i _ .2e i 0
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l_

48'r 0

i-- 17 I 0

i90ii 80
r 6l o

i 15 0: rg o
-'t-22 1

39 I

15 0

ioi b

16 0

3gi t

302
1l ' 0

6 r- 1
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50

14 0

21 ' o

1l i o

1o
t.- o

lt 0

50
zot
6i 0

11 0

_ ,10 I

8i 0

70

--8r I

- 

t-90

180 1   3

63 1   0

541,0
93 1   1

87 1   1

87 1   0

87    0

186    3

174 1   0

3211 4
228 

‐
   1

93 '   1

57    0

57     0

81 1  1

87 .   0

84 I
I600
i

102 2

2461 5

165 5

os0
+g, 1

423
45, I

18, I

114 't o

oe] o

45: 0

Sli 2
I

72l o

420
165 , 4

390
120
8l 3

570
st't

-zs i-i
- s+ i-o

０

　
４

　
４

一

０

　

０

４

　

４

」
l:|― }|-1■ :~441~o ~‐

61~0
54 1    2 9 ‐  0
401  01    51  0
451 01  o1 0
 ̈01三 8_‐ 0

58 1    0 1     11 1   0

111_二01_ 13.二 q

_771 1  141 0

∬1:|-11:‐
1621~2 481 1
1471 11  361 0
70 1    0 1     11 1   0

411  0 5 1  0

43 1    0 1      7     0

28 1    0 5    0

271  01    7 1  0
57 1    0 1     14    0

'1_|~01 101_979 :   0 '    12    0

1061 01_創 1 0
52 1  31   1l   o
引  11 7 0
80 1    0 ‐     12 ‐   0

117.l ol ,261 0
1121 01  21  0
45i o

430
24, 0

33, 0

64i 0

48 1    0

33 1    0

61  0
61  0

91  0
6 1  0

31  0
7 .  0

9 1  0

81  11  151 1
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osl o

57- 0

91 1

118 0

140 0

2401 3

183 1

8i , 0

135 1   5

56 .   0

50 1   0

46 1   0

50 1   0

33 .   0

34 1   0

71 1  0

61 1  0

911  0
127 1   0

63 1   3

58     1

92 1   0
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・
４９

２７

４０

７３

９６

一
５４

・
３９

４３

一
５４
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143 1   0

133 1   0

120     1

36 1   0

63    0

611  0

41     0

47     1

59 1   1

471  0

計 3,7191 39 760 1  14 4.479 1  53 z,ssel 2rl $ei z 3,497 1  23

(注)支払基金 :平成21年 6月 改選時の支部別の審査委員定数

国保連  :平成21年 5月 審査時審査委員数
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区分

支部

社会保険診療報酬支払基金 (

蔦 科 1葛轟
ヶ月平均 )

計

国民健康保険団体連合会 (平成2 年 5月 審査分 )

醐 ]T菖石 計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

府

府

県́

都

阪

一庫

一泉
　
★
∵
丘
＾

1,661,3861   329‐ 781

417,2451   69,498

380,953          79,625

726,9521         156,733

334,385‐           62,744

355,3851          78,149

622,6321   123,350

889,029         201,863

67717121         142,570

598,6691   127,145

1,973,7641         475,678

1,667,953         409,838

5,246,6061       1,183,284

2,680,018         606,736

703,1611         155,178

337,265‐           70,078

861,1961          69.837

244,0851          44,796

283,7061    60,側 8

583,7601    127,056

620,886‐          154,616

1,101,6451         241,845

2,387,8451         589,616

573,9761         129,447

424,0141    99,546

312,086‐         174,448

3,251,377         725,519

1,743,1531         391,861

424.6101          95,227

34&6991          63,355

210,515          42,100

218,390          39,874

745,7321         163,440

966,0381         196,370

447,4071          90,108

293,3681          59,952

368,395‐           70,913‐

429,455‐           38,8661

21719621          42,2621

1,672,1991   954,76q

1,991,16フ

486,742

460,578

883,685

397,129

433,535

745,982

1,090,892

820,282

725,814

2,449,442

2,077,792

6,429,890

3,286,754

858,339

407,343

431,033

288,381

343,724

710,816

775,503

1,343.490

2,977,460

1      703,423

523,560

986.534

3,976,896

2,135,014

519,837

412,054

252,614

253.265

909,172

1,162,408

537.515

353,320

439,307

51o1321

260,224

2,026,959

309,214

533.567

660,632

432.605

380,676

587,776

434.942

2,085,680i _ 272,745

_605, 584r _ 58, 594

557, t48 68.871

- 
866, ,t '--120. 6s6

503,863, 53, 908

519, 610 69,095

. _ tgo, sti
965,376 

-149, 
340

_ 715,828i _ 102,589

743,962 _ 106, 261

_2.092.173 390,791

t,866, 335 _ 346,005

4.821,223 921.019

2,824,502 _ 483,421

932,808 136, 299

_ 400,564 49, 535

413,808 _ _ 48,852

295, 160 34,563

_ 319,3581 45,114

841,468, 1 16, 457

- 175,781:,, 131,852

1,352,283 _ 203,638

2,454,338 442,231

698,649 tol,965

427,389 _ 65.833

948,949i 153,590

3,218,616 599,970

,2,083,042. 331,974

_ 495,007 i9,93i
469,794 61,919

235,280, 32,615

307, 846, 34. 91 6

725, 806 l1 |, 466

t, t39,3t0 168, 941

_ 636,719 78, 891

336,459i 45, 192

404, 840 it, q$

_ 614, 613, 83,881

330, 942 43.429

1,847,982 289,134

338,327 41,944

646,737 90,567

164, 415 r 0l . 284

_483,227 - 53,906]
I

_473,308 _ _ _s6,0e81-l704,843 78, 8521

415.157 54.8621

2,358,425

‐  664,178

626,025

987.538

557,771

588,705

892,096

1,114,716

818,417

850,223

2,482,964

21212,340

5,748,302

3,307,923

1,069,107

450,099

462,660

329,723

365,132

957,925

907,639

1,555,921

2,8961575

800,614

493,222

1,102,539

3,818.586

2,415,016

574,944

531,713

267,895

142,7621

L鞘靭

計 40,802.201        3.928,904 49,731,104 46.498,1701       7.276,363 53,774.53〔

2.都道府県別レセプト取扱件数

(注)支払基金 :平成21年度 (平成21年 4月 ～平成22年 3月 審査分)の確定件数 (調剤分を除く)÷ 12
国保連  :平成21年 5月 審査分の決定件数 (調剤分の除く)
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3.都道府県別審査委員一人当たリレセプ ト取扱件数

区分

支部

社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会

医科 歯科 平均 医科 歯科 平 均

北海道 11.302 9,998 11,062 18,295 12,988 7.470

青森県 7.586 8.687 7.726 12,616 7.324 1,860

岩手県

宮城県

7,619 7,963 7 676 12,6621 11,480

10,385 11,195 10,520 16,053 13.406 15,675

秋田県 7,269 7.843 7.354 12,597 10,782 12,395

11,543

12,055

山形県 7、 561 11,164 8,028 5471 11,516

福島県 7,881 8,811 12.0681 11.948

茨城県 12.384 12.539 16.644 13.576 16,155

栃木県

群馬県

s,5451 8, ell---:-_
8, 201 I 9,082

9,429

8,343 J:請 7,891

7,590

14,358

9,343

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

大阪府 .

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

13,07ll :3,591 13,169 21,5691 18,609 21.042

11,503

20,820

14,8891

9,25日

71026

7,3711

6,7801

7,6J

-     1
8,8451

8,6,31

19,リコ
14,2131

8,3181

8、 4801

9,4431

15,7071

12,創 21

8,1661

3,3021

5,6901

5:4601

11,6521

10,3881

7,7141

酬

11,941

20,031

14,416

9,229

7,146

7:562

15,9521

9,6231

４４

‐４

２８

・
９‐

一
〇７

・
７９

‐５

，
一

‐９

，
一

‐３

，
一

‐２

，
一

９

，
一

６

．

15,802

23,951

18.076

13,199

9,785

9,253

9,992

10,739

13,492

14,879

17,098

22,808

12,708

8,504

11,984

26,703

18,158

10,647

10.851

6,878

7,638

8,776

8,914

10,178

14,384

8,374

8,726

9,672

16,166

12,989

8,251

8,584

6,015

5,739

11,656

10,197

7,790

7,852

8,614

7,199

6,196

禦 0,当

__二」,1781

14,7631

珊
23.15J

丁 13,486~

8,3801

11,8621

_―
 i:|::‖

_  11,0咀
10,921

9,8031

珂 |]

瑚 ]

-lI]

u勝
_11,1231

6,913

6,539

8,318

13,185

16,

21,

16.970

21,059

9,270

9,405

12,799

23,076

15,808

8.882

10,320

10,872

1    4,988

12.385

11,263

13,149一．一「一
7,532

9,074

11,983

7,238

16,096

7,991

12,938

12,661

10.781

10,730

11,703

9,922

8,569

11,469

13,628

13,252

9,786

10,681

12,935

9,599

17.814

7,040

5,891

12,030

8,079

8,452

13.645 12,285

7,929

7,411

7,7281        9,o32

7,2081        8,535

7

7,5191        8.020

8,156

7,590

14.193

:3.101

宮崎県 _三
割

8,396 7,464 :,2691       11,220 11,264

鹿児島県 12,054 7,837 3,2991       13,i42 13,283

沖縄県 8.094 7,857 8,054 o, r40l 9,144 10,013

計 10,971 11,749 11,103 15,7191 13,500 15,377

(注)支払基金 :一人当たり取扱件数〓レセプ ト取扱件数÷審査委員数÷ 12月
国保連  :平成21年 5月 審査分決定件数÷審査委員数
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社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会

必
審査業務担当

職員定数
レセプ ト取扱件数 人当たり取扱件螢

審査業務担当

職員数
レセプ ト取扱件数 人当たり取扱件螢

北海道

青森県

23,894,000 15,435 146 2,358,425 16.154

5,840,907 16,784 664.178 28,877

岩手県 5,526,939 17,058 626,025 16,920

宮城県

秋田県

10,604,225 16,067 987,538 29,045

15,0754,765,547 15,274 557,771

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

1     24,933,499

1     77,158,680
1     39,441,051

10,300,062

4,888,113

5,172,395

3,466.572

4,124,687

8,529,797

9,306,034

16.121,875

35,729,525

8,441,076

6,282,718

11,338,410

47,722,747

25,620,165

6.238,039

4,944,649

3,o31,371

3,099,177

10,910,061

13,948,891

6,450,180

4,239,844

5,271,688

6,219,853

3,122,685

24,323,504

3,710,567

6,402,803

7,927:581

5,191,256

4,568,109

7,053,310

16.057

17,761

588,705

892,096

1,114,716

22,643

55,756

18,490

19,531

16,879

17,372

19,239

18,856

12,525

13,871

19,773

25,864

26,655

25,662

818,417

850,223

2,482,964

2,212,340

5,748,302

108

341

４３

一
４‐

43

●
Ｕ
　
　
●
●
）

． 　．・̈̈̈
・̈

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

15,878

16,195

16.294

21,552

20,634

26,440

15,796

19,388

16.794

18,726

20,098

18,699

18,614

18,412

16.680

16,769

24,238

18,044

16,142

18,941

18,163

17.339

23,555

21‐ 965

16,720

17,348

14,582

19,326

13,681

20,019

22,769

18,127

17,811

i4

16

21

106

17

17

15

18

50

84

53

33

24

58

21

106

27

27

43

32

3,307,923

1,069,107

450,099

462,660

329,723

365,132

957,925

907,639

1,555,921

2,896,575

800,614

,   493,222

1,102,539

3,818,586

2,415,016

574,944

531,713

267,895

342,762

837,272

1,308,251

715,610

381.651

459,286

698,494

374,371

2,137,716

386,271

737,304

865,759

537,133

529,406

783,695

23,628

16.970

18,255

15,367

32,150

20,116

20,608

17,387

18,074

25,212

19,449

18,809

26,687

19,729

16.962

15,274

22,783

33,820

31,277

17,860

19,042

16,745

15,574

13,502

11.565

19,137

121043

17.827

20,167

14,306

27,308

80

159

35

28

53

216

128

31

13

45

14

16

48

64

31

15

139

19

沖縄県 5,219,308 21,747 470.619 21.392

計 2,807 596,773,251 17,717 2,716 53,774.533 19,799

4.都道府県別審査業務担当職員一人当たリレセプ ト取扱件数    ・

(注)支払基金 :①審査業務担当職員数 :平成21年度支部男1審査業務課職員定数     .
②レセプト取扱件数 :平成21年度 (21年 4月 ～22年 3月 審査分)の確定件数 (調剤分を除く)

③一人当たり取扱件数 :レセプト取扱件数÷審査業務担当職員数÷12月
国保連 :①審査業務担当職員数 :平成21年 5月 審査時

②レセプト取扱件数 :平成21年 5月 審査分の決定件数 (調剤分を除く)

③一人当たり取扱件数 :レセプ ト取扱件数
t葎

査業務担当職員数



参考 :都道府県別調剤審査委員数

区分

支部

国民健康保険団体連合会

調剤

常勤

北海道 3 0

青森県 3 0

岩手県 : 0

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

府

一県

一

阪
一庫

大

三
↑

一　

一

県

一県
一

本

一分
・

熊

一大

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

一
※

一※

0

l 0

2 0

3 0

一̈̈̈一‐０一̈2
1

※

０

一
０

一

1

4

2

2

6

3

3

1

9

０一０一「一「一「一‐０一「一̈一「２

一１

．２

．※

２

．２

．２

一※

※

「一０一０一一。一「一「一一．―
― ― ―

:招

※
1    -

※|    ―

4 1  __二 __0
11     0
11二  _p

計 104

(注 )平成 21年 5月 審査時審査委員数

※Fpは 医科等の審査委員等との併任
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参考 :都道府県別審査委員一人当たリレセプト取扱件数

支部

区分
国民健康保険団体連合会

調剤 平 均

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

人分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

406,213

117,607

24,500

44,217

324.366 25,686

44,460

23,648

32,940

83,406

18,535

19,396

26,742

38,458

39,689

38,974

36,879

25,858

42,780

27,100

25,498

26,194

26,075

35,658

28,715

25,891

36,621

28,088

22,378

20,878

33,427

45,771

40,509

25,961

27.485

23.338

23,212

20,214

15,191

27,543

16,069

25,456

30,408

22,975

41,097

29,146

24,921

28,150

23,268

32,349

1001871

89,245

442,398

267,432

108,654

149,886

201,499

270,467

331,318

309,200

186,657

74,408

160,629

184,935

106,008

188,027

370,624

181,763

99,334

69,658

352,059

155,669

564,121

203,1朧

78,472

751985

164,802

320,791

286,947

402,949

241,057

361,340

計 238,796 28,943

(注)平成21年5月 審査分決定件数 (医科、歯科、

÷審査委員数 (医科、歯科、調剤 )
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参考 :都道府県別レセプト取扱件数

必
国民健康保険団体連合会

調剤

北海道 1.218,64(

青森県 352,82(

岩手県 324,36(

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

524,088

317,194

267,734

442.398

534.864

325,963

299,672

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

1,208,

1.081

2,981,

1.855.

559,972

148,816

160,629

78,237

184,935

424,031

‐，９９２・‐，８６７一‐，８６６一，，２０‐一

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

376,053

741,248

1,090,579

298,002

208,975

352,059

1,401,023

1,128.242

203,162

156,943

121,518

151,969

329,603

641,582

355,726

119,646

201,741

233,490

160,215

1,085,520

234,051

372,325

387,499

260,352

宮崎県 286,941

鹿児島県 402.94(

沖縄県 241,051

計 24,834,761

(注)平成21年 5月 審査分の決定件数
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参考 :都道府県別審査業務担当職員一人当たリレセプト取扱件数

国民健康保険団体連合会

区分

支部

審査業務担当
職員数

レセプ ト取扱件数
(調剤含む)

人当たり取扱件螢

北海道
.

青森 県

岩手 県

宮城 県

秋田県

山形県

福島県

茨城 県

栃木県

群馬県

埼玉県  ‐

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

146 3,577,065

1,016,998

950,391

1,511,626

874,965

856,439

1,334,494

1,649,580

1,144,380

1,149,895

3,691,956

3,294,207

8,730,168

5,163,124

1,629,079

598,915

623,289

407,960

550,067

1,381,956

1,283,692

2.297,169

3,987,154

1,098,616

702,197

1:454,598

5,219,609

3,543,258

778,106

688,656

389,413

494,731

1,166,875

1,9491833

1,071,336

501,297

661,027

931,984

534,586

3,223,236

620:322

1.109,629

11253,258

797,485

816,353

1,186,644

711,676

24,500

44,217

25,686

44,460

23,648

32,940

83,406

18,535

19,396

26.742

38,458

39,689

38,974

36,879

25,858

42,780

27,100

25,498

26,194

26,075

35,658

28,715

25,891

36,621

28,088

22,378

20,878

33,427

45,771

40,509

25,961

27,485

23,338

23.212

20,214

15,191

27,543

16.069

25,456

30.408

22,975

41,097

29,146

24,921

28,150

.23.268

32,349

37

34

37

26

16

89

59

43

96

83

224

140

63

14

23

16

21

53

36

80

154

30

25

65

250

106

17

17

15

18

50

84

53

33

24

58

21

106

27

27

43

32

29

51

22

計 2,716 73.609,294 28,943

①審査業務担当職員数 :平成21年 5月 審査時 (調剤審査担当職員を含む)

②レセプト取扱件数 :平成21年 5月 審査分の決定件数 (調剤分含む)

③一人当たり取扱件数 :レセプト取扱件数/審査業務担当職員数
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第3回 参考資料5

〔 北海道  〕

任期 : 平成 2

国民健康保険団体連合会役員名簿

1年 10月 9日 ～ 平成 23年 ■0月 8日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 石 子 彰 培 非常勤

副理事長 上 田 文 雄 非常勤
Ｉ
Ｌ

＋
↑ 幌 市 長

副理事長 北   良 治 非常勤 部
長

計Ｔ
〈ロ連

知
靡

空
広

‐
副理事長 舟 橋 泰 博 非常勤 】コ 幌 町 長

常務理事 高 橋   修 常 勤

理 事 新 宮 正 志 非常勤 室 蘭 市 長

理 事 渡 辺 孝 一 非常勤 岩 見 沢 市 長

理 事 大 場   脩 非常勤 網  走
‐

市  長

理 事 小 林 和 男 非常勤 笠 市 長

理 事 上 野 正 三 非常勤 北 広 島 市 長

理 事 田 岡 克 介 非常勤 石 狩 市 長

理 事 東 出 輝 一 非常勤 新 篠 津 村 長

理 事 村 田 ｀
駿 非常勤 :福 島 町 長

理 事 川 代 義 夫 非常勤 ノヽ 壼 町 長

理 事 高 橋 貞 光 非常勤 せ た な 町 長

理 事 宮谷内 留 雄 非常勤 後 志 広 域 連 合 長

理 事 四 方 昌 夫 非常勤 中 富 良 野 町 長

理 事 安 斎   保 非常勤 下    りll  _町 長

理 事 野 邑 智 雄 : 非常勤 中 頓 男J町 長

理 事 土
｀
谷 耕 治 非常勤 美 幌 町 長

理 事 林   直 樹 非常勤 小 清 水 町 長

理 事 長 崎 良 夫 非常勤 洞 爺 湖 町 長

理事 小 竹 國 昭 非常勤 新 冠 町 長

理事 吉 田 弘 志 非常勤 鹿 追 町 長

理 事 官 口   孝 非常勤 菫
ユ 頃 町 長

理事 日野浦 正 志 非常勤 鶴 居 村 長

理 事 脇   紀美夫 非常勤 羅  臼  町  長



役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理 事 富 野   晃 非常勤
北海道歯科医師国民
健康保険組合理事長

監事 菊 谷 勝 利 非常勤 砂  川  市  長

監 事 片 岡 春 雄 非常勤 寿 都 町 長

監事 櫻 庭 誠 二 非常勤 月 形ヽ  町  長

常勤監事 下河原 博 之 常 勤

〔 北海道  〕国民健康保険団体連合会役員名簿        “

任期 :平成 21年 10月 9日 ～ 平成 23年 10月 8日

2



〔 青森県

任期 : 平成 2

〕国民健康保険団体連合会役員名簿

1年 7月 12日 ～ 平成 23年 7月 11日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 中野 肇司 非常勤 鶴田町長

常務理事 寺田 義秋 常勤

理 事 種市 一正 非常勤 三沢市長

〃 小鹿 正義 〃 今別町長

〃 亀田 道隆 ′野辺地町長

三浦 正名 〃 五ヽ戸町長

〃 鹿内  博 〃 青森市長

〃 竹原 義人 〃 三戸町長

〃 小山田 久 〃 十和田市長

〃 鳴海 広道 〃 黒石市長

〃 越善 靖夫 〃 東通村長

〃 小田桐 智高 〃 藤崎町長

〃 東條 昭彦 ″ 鰺ヶ沢町長

宮下 順一郎 〃 むつ市長

監事 福島 弘芳 〃 つがる市長

〃 関  和典 〃 西日屋村長

〃 金澤 満春 〃 大間町長

３

・



役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 谷藤 裕明 非常勤 盛岡市長

副理事長 稲葉  暉 非常勤 一戸町長

専務理事 山瀬 宗光 常勤

理 事 田村 正彦 非常勤 八幡平市長

伊藤  彬 非常勤 北上市長

〃 高橋 由一 非常勤 金ケ崎町長

勝部  修 非常勤 一関市長

〃 中里 fttFヨ 非常勤 陸前高田市長

〃 野田 武則 非常勤 : 釜石市長

伊達 勝身 非常勤 岩泉町長

深渡  宏 非常勤 普代村長

岩部  茂 非常勤 九戸村長

監事 山本:正徳 非常勤 宮古市長

柳村 典秀 非常勤 滝沢村長

〃 高橋 一男 非常勤 平泉町長

1 岩手県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿     '

任期 : 平成21年8月 1日 ～ 平成23年 7月 31日

4



任期

宮城県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

:平 成 22年 4月  1日 ～ 平成 24年 3月 31 日

∈
|

ヽ

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 佐藤昭 非常勤 塩竃市長

副理事長 伊藤拓哉 非常勤 色麻町

理事 渡邊善夫 非常勤 七ヶ浜町長

常務理事 石垣仁一 常勤

理事 亀山紘 非常勤 石巻市長

理事 佐々木一十郎 非常動 名取市長

理 事 井日経明 非常勤 岩沼市長

理事 滝口茂 非常勤 柴田町長

理事 佐藤昭光 非常勤 川崎町長

理事 斎藤邦男 非常勤 亘理町長

理事 浅野元 非常勤 大和町長

理事 安住宣孝 ´非常勤 '女
川町長

理事 日野泰彦 非常勤 宮城県医師国保組合理事長

監事 鈴木昇 非常勤 気仙沼市長

監事 佐藤仁 非常勤 南三陸町長

5



〔秋田県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成21年8月 1日 ～ 平成23年 7月 31:日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 斎藤 王寧 非常勤 井川町長

冨1理事長 小畑  元 非常勤 大館市長

″ 佐々木哲男 非常勤 東成瀬村長

常務理事 高橋 英夫 常動

理 事 児玉  、一 非常勤 鹿角市長

理 事 石川 光男 非常勤 潟上市長

理 事 栗林 次美 非常勤 大仙市長

理 事 横山 忠長 非常勤 にかほ市長

理 事 齊藤 光喜 .非常勤 湯沢市長

理 事 カロ熊姜 和夫 非常勤 八峰町長

:理事 菅原 栄悦 非常勤
秋田県歯科医師
国保組合理事長

監 事 五十嵐忠悦 非常勤 横手市長

監 事 松田 知己 非常勤 美郷町長

6



〔山形県〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平成21年 10月 16日 ～平成23年 10月 15日

役職員 氏名 常勤口非常勤 備考

理事長 遠藤 直幸 非常勤 山辺町長

副理事長 塩田 秀雄 非常勤 南陽市長

原田 員樹 非常勤 庄内町長

常務理事 佐藤 友弘 常勤

理事 市川 昭男 非常勤 山形市長

榎本 政規 非常勤 鶴岡市長

土田 正剛 非常勤 東根市長

加藤 正 美 非常勤 大蔵村長

佐藤 、誠七 非常勤 白鷹町長

渡部 秀勝 非常勤
.最

上地区広域連合長

徳永 正靭 非常勤
康

長
健

事
民国

理

“岬
〈
ロ

医
組

県レ
険

山
保

監事 佐藤 洋樹 :非常勤 寒河江市長

近松 捷 一 非常勤 西川町長

7



I 福島県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 4月  1日 ～ 平成 23年 3月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

会長 浅和 定次 非常勤 大玉村長

冨」会長 鈴木 義孝 ″ 三春町長

″ 古 川 道郎 ″ 川俣町長

″ 鈴木 和夫 ″ 白河市長

″ 大塚 節雄 ″ 湯川村長

″ 渡辺 敬夫 いわき市長

常務理事 吉川 三枝子 常勤

理事 瀬戸 孝則 非常勤 福島市長

″ 原  正夫 ″ 郡山市長

″ 橋本 克也 ″ 須賀川市長

″ 加納 武夫 ″ 石川町長

″ 吉張  允 ″ 矢祭町長

″ 湯田 芳博 ″ 南会津町長

″ 津金 要雄 ″ 猪苗代町長

″ 小椋 敏一 , ″ 北塩原村長

″ 松本 允秀 ″ 葛尾村長

″ 桜井 勝延 ″ 南相馬市長

監事
′ 三保 恵― ″ 二本松市長

″ 兼子  司 ″ 天栄村長

″ 小室 康彦 中島村長

″ 菅家 T郎 会津若松市長

″ 菅野 典雄 〃 飯舘村長

″ 高橋 宏和 ″
公認会計士

税理士

8



〔 茨城県  〕

任期 : 平成 2

国民健康保険団体連合会役員名簿

1年 7月 15日 ～ 平成 23年 7月 14日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 大久保 太 二
非常勤 常陸太田市長

副理事長 白 戸 仲 久 非常勤 古河市長

副理事長 池 邊 勝 幸 非常勤 牛久市長

副理事長 袷 田 千 春 非常勤 潮来市長

常 務 理 事 土 田 惣 一 常勤

理 事 加 藤 浩 一 非常勤 水戸市長

理 事 小 西 栄 造 非常勤 結城市長

理 事 小 倉 敏 雄 非常勤 下妻市長

理 事 草 間 吉 夫 非常勤 高萩市長

理 事 藤 井
｀
信 吾 非常勤 取手市長

理 事 内 田 俊  良5. 非常勤 鹿嶋市長

理 事 小 谷 隆 亮 非常勤 大洗町長

理 事 村 上 達 也 非常勤 東海村長

理 事 遠 山  務 非常勤 利根町長

理 事 石 島 弘 i之 非常勤
茨城県医師国保

組合理事長

監 事
‐

伊 藤 孝 一 非常勤 行方市長

監 事 野 高 貴 雄 非常勤 河内町長

監 事 野 村 康 雄 非常勤 境町長



栃木県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平成21年8月 7日 ～ 平成23年8月 6日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 佐 藤 栄
二 非常勤 宇都宮市長

副理 事長 大 久 保 寿 夫 非常勤 小山市長

常務理事 管 谷 富 士 雄 常勤

理 事 猪  瀬  成 `男 非常勤 上三川町長

理 事 柴   田   勝 非常勤
全国歯科医師国保組合

栃木県支部長

理 事 斎 藤 文 夫 非常勤 日光市長

理 事 入 野 正 明 非常勤 市貝町長

理 事 広
´
瀬  寿  雄 非常勤 下野市長

理 事 手 塚 功 一 非常勤 塩谷町長

理 事 大
: 

金  伊
:二 非常勤 那珂川町長

理 事 大 豆 生 田 実 非常勤 足利市長

理 事 岡 部 正 英 非常勤 佐野市長

監 事 ,古 澤 悦 夫 非常勤 西方町長

監 事 大 塚 朋 之 非常勤 益子町長
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〔 群馬県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 22年 4月 1日 ～ 平成 24年 3月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理 事 長 宮 前 鍬十郎 非常勤 ネ申 流 町 長

副理事長 加 藤 秀 光 非常勤 昭 不日 村 長

松 浦 幸 雄 非常勤 一局 崎 市 長

常務理事 高 木 政 夫 非常勤 ユ馴 橋 市 長

遠 藤 昌 男 常 .勤

理  事 五十嵐 清 隆 非常勤 伊 勢 崎 市 長

〃 清 水 聖 義 非常勤 太 田 市 長

阿久津 貞 司 非常勤 渋   川   市   長

〃 新 井 利 明 非常勤 藤 岡 市 長

〃 岩 井 賢太郎 非常勤 ｛昌 岡 市 長

〃 市 り|1 宣 夫 非常勤 南 牧 村 長

〃 入内島 道 隆 非常勤 中 之 条 町 長

貫 井 孝 道 非常勤 玉 村 町 長

〃 恩 田  ・
久 非常勤 明 和 町   長

〃 鶴 谷 :嘉 武 非常勤 群 馬 県 医 師 会 長

〃 川 越 文 :雄 非常勤 群 馬 県 歯 科 医 師会 長

監 事 安柴岡 一 雄 非常勤 館 林 市 長

〃 茂 原 荘 二
非常勤 甘  楽  町  長

関 清 非常勤 場 村 長



[ 埼玉県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平成 21年 8月 1日 ～ 平成 23年 7月 31日

役職名 氏 名 常勤 ,非常勤 備 考

理 事 長
'木

下 博 信 非常勤 草加市長 ・

副理事長 岡 村 幸四郎 川国市長

〃 会 田 重 雄 〃 松伏町長

常務理事 原 口 不口 久 〃 鴻巣市長

〃 野 り‖ 和 好 〃 伊奈町長

〃 山 本 二 郎 常勤

理  事 清 水 勇 人 非常勤 さいたま市長

〃 富 岡   清 熊谷市長

須 田 健 治 〃 新座市長

〃 木 津 雅 晟 〃 三郷市長

伊 利  仁 〃 坂戸市長

鈴 .本 英 美 三芳町長

関 口 定 男 ときがわ町長

〃 福 島 弘
・
文 小鹿野町長

関 根 孝 道 上里町長

監  事 坂 本 祐之輔 〃 東松山市長

〃 笠 原 喜ヽ平 〃 小川町長
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〔 千葉県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 4月 1日 ～ 平成 23年 3月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 志賀 直温 非常勤 東金市長

副理事長 岩田 利雄 非常勤 東庄町長

常務理事 高橋  諭 常 勤

理事 藤代 孝七 非常勤 船橋市長

理事 水越 勇雄 非常勤 木更津市長

理事 田中 豊彦 非常勤 茂原市長

理事 藤平 輝夫 非常勤 勝浦市長

理事 長谷川 健― 非常勤 八街市長

理 事 石井  裕 非常勤 南房総市長

理 事 石橋 輝一 非常勤 神崎町長

理事 佐藤 晴彦 非常勤 横芝光町長

理 事 玉川 孫―郎 非常勤 一宮町長

理事 石 田 義慶 非常勤 御宿町長

理事 白石 治和 非常勤 鋸南町長

理事 上村 芳彦 非常勤 千葉県薬剤師国保組合理事長

理 事 福山 悦男 非常勤 学識経験者

監事 根本  崇 非常勤 野田市長

監事 藤見 昌弘 非常勤 長南町長

監事 赤荻 静 男 非常勤 知識経験監事
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〔東  京  都 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成20年 8月  1日 ～ 平成23年 7月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理 事 長 瀬田悌二郎 非常勤

副理事長 田中 大輔 非常勤 中 野 区 長

副理事長 星野  繁 非常勤 清 瀬 市 長

副理事長 鵜飼 良平 非常勤
東京食品販売国民健康保険組
合  理   事   長

専務理事 飯 山 幸雄 常 勤

理  事 中山 弘子 非常勤 新 宿 区 長

理  事 松原 忠義 非常勤 大 田 区 長

理  事 桑原 敏武 非常勤 渋  谷  区  長

理  事 高野 之夫 非常勤 豊 島 区 長

理  事 花川典惣太 非常勤
レ
し 区 長

理  事 近藤 弥生 非常勤 足 立 区 長

理  事 青木 克徳 非常勤 葛 飾 区 長

理  事
‐
野口

‐
忠直 非常勤 府  中  市  長

理  事 北川 穣一
‐

非常勤 昭 島 市 長

理  事 矢野  裕 非常勤 狛 江 市 長

理  事 尾又 正則 非常勤 東 大 和 市 長

理  事 渡辺 幸子 非常勤 多 摩 市 長

理  事 青木國太郎 非常勤 日 の 出 町 長

理  ,事 森下 一男 非常勤 小 笠 原 村 長

‐
理  事 吉岡藩太郎 非常勤

全国土木建築国民健康保険組
合  専  務  理  事

理  事 東谷 隆夫 非常勤
東京都弁護士国民健康保険組
合   理   事  ~長

理  事 青木 宣昭 非常勤
東京都医師国民健康保険組合
常   務   理   事

理  事 野口 利夫 非常勤
東京建設職能国民健康保険組
合   理   事   長

理′ 事 因幡 有紀 非常勤
東京美容国民健康保険組合理
事 長

理  事 鎌形 満征 非常勤
公益財団法人特別区協議会常

務 理 事

常勤監事 臼井  勇 常 勤

監  事 山田  宏 非常勤 杉 並 区 長

監   事 坂本 義次 非常勤 檜 原 村 長

監  事 中り|| 澄 非常勤
東京都薬剤師国民健康保険組
合   理   事   長
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I神奈り|1県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成21年8月 1日 ～ 平成23年 7月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 沢  長生 非常勤 南足柄市長

副理事長 青木  健 真鶴町長

常務理事 北見 好惟 常 勤

理 '事 林  文子 非常勤 横浜市長′

阿部 孝夫 川崎市長

〃 加山 俊夫 相模原市長

〃 吉 田 雄人 〃 横須賀市長

古谷 義幸 〃 秦野市長

〃 内野  優 〃
.

海老名市長

笠間 城治郎 綾瀬市長

三好 正則 大磯町長

〃 瀬戸 孝夫 山北町長

大矢 明夫 〃 清川村長

カロ藤  勲
神奈り|1県医師国民健康保険組合
理事長        

｀

〃 尾崎 英俊 神奈川県薬剤師国民健康保険組
合理事長

石山 直 巳 〃 平塚市民病院長

大久保 吉修 , 〃 神奈り|1県医師会長

高橋 紀樹 神奈川県歯科医師会長

監 事 海老根 靖典 藤沢市長

ノ′
「

小林 常 良 厚本市長

尾 上 信 一 〃 中井町長

〃 青木 修一 〃 学識経験者

15



役職 名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 森 民夫 非常勤 長岡市長

副理事長 小池清彦 非常勤 加茂市長

副理事長 入村 明 非常勤 妙高市長

副理事長 小林則幸 非常勤 出雲崎町長

副理事長 渡邊廣吉 非常勤 聖籠町長

常務理事 渡邊紳一郎 常勤

理 事 篠田 昭 非常勤 新潟市長

″ 会田 洋 非常勤 柏崎市長

″ 片山吉忠 非常勤 新発田市長

″ 久住時男 非常勤 見附市長

″ 高野宏一郎 非常勤 佐渡市長

″ 小林三喜男 非常勤 津南町長

ヽ
″ 品田宏夫 非常勤 刈羽村長

吉田秀夫 非常勤 新潟県建築国保組合 理事長

監 事 井ロー郎 非常勤 南魚沼市長

″ 吉田和夫 非常勤 胎内市長

″ 神田敏郎 非常勤 阿賀町長

〔 新潟県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 8月 1日 ～ 平成 23年 7月 31日

`   r
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〔 富山県 〕

任期 : 平成 2

国民健康保険団体連合会役員名簿

1年 6月 15日 ～ 平成 23年 6月 14日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 森  雅志 非常勤 富山市長

副理事長 米澤 政明 非常勤 入善町長

常務理事 大野 英茂 常勤

理 事 高橋 正樹 非常勤 高岡市長

″ 堂故  茂 非常勤 水見市長

″ 堀内 康男 非常勤 黒都市長

″ 上田 信雅 非常勤 砺波市長

″ 舟橋 貴之 非常勤 立山町長

″ 宇野 義知 非常勤 医師国保組合理事長

監事 金森 勝雄 非常勤 舟橋村長

″ 藤森 栄 次 非常勤 学識経験者
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石川県国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成21年 4月 1日 ～ 平成23年 3月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 山 出   保 非常勤 金 沢 市 長

副理事長 梶   文 秋 非常勤 輪 島 ・市 長

村    隆  一 非常勤 津 幡 町 長

常務理事 杉 原 孝 一 常 勤

理 事 武 元 文 平 非常勤 七 尾 市 長

〃 寺 前 秀 一 非常勤 力日 賀 市 長

〃 油  野  和 一郎 非常勤 か ほ く 市 長

〃 酒  井  悌次郎 非常勤 能 美 市 長

粟    貴 章 非常勤 野 々 市 町 長

〃 石  川  宣 雄 非常勤 穴 水 町 長

〃 持  木  一  茂 非常勤 能 登 町 長

小 森   貴 非常勤 医 師 国 保 組 合 理 事 長

監 事 八 十 出  泰 成 非常勤 内́
｀
灘 町 長

〃 杉 本 栄 蔵 非常勤 中 能 登 町 長
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〔 福井県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿  ,

任期 : 平成20年 5月 30日 ～ 平成22年 5月 29日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 奈 良 俊 幸 非常勤 越前市長

副理事長 杉 本 博 文 非常勤
福井県町村会長

池田町長

常務理事 新 町 浩 治 常勤

理事 東 村 新 一 非常勤 福井市長

理 事 河 瀬 一 治 非常勤 敦賀市長

理事 岡 田 高 大 非常勤 大野市長

理事 橋 本 達 也 非常勤 あわら市長

理 事 関   敬 信 非常勤 ・ 越前町長

理事 時 岡   忍 非常勤 おおい町長

理 事 竹 原 善 朗 非常勤 食品組合理事長

理事 松 田 尚 武 非常勤 福井県医師会長

監事 山 岸 正 裕 非常勤 勝山市長

監事 松 本 文 雄
´

非常勤 永平寺町長
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〔 山梨県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平 成21年 4月 1日 ～ 平成23年 3月 31日

役職 名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事 長 宮 島 雅 展 非常勤 甲府市長

副理事長 石 井 由己雄 非常勤 大月市長

副理事長 望 月 秀次郎 非常勤 南巨摩郡南部町長

常務理事 横 森 良 照 常勤

理事 荻 野 正 直 非常勤 笛吹市長

理事 自 倉 政 司 非常勤 北杜市長

理事 望 月 仁 司 非常勤 南巨摩郡身延町長

理事 渡 邊 凱 保 非常勤 南都留郡富士河口湖町長

理 事 岡 部 政 幸 非常勤 北都留郡丹波山村長

理 事 薬 袋   健 非常勤 県医師国保組合理事長

監事 江 日 英 雄 非常勤 上野原市長

監 事 大 :田 昌 博 非常勤 南都留郡道志村長

監 事 堤   マサエ 非常勤 山梨県立大学教授
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〔 長野県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 10月 1日 ～ 平成23年 9月 30日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 伊藤喜平 非常勤 下條村長

副理事長 三木正夫 非常勤 須坂市長

副理事長 平林明人 非常勤 松川村長

常務理事 村山武夫 常勤

理 事 井出玄明 非常勤 北相木村長

理 事 花岡利夫 非常勤 東御市長

理 事 小林一彦 非常勤 富士見町長

理 事 杉本幸治 非常勤 駒ヶ根市長

理事 瀬戸普 非常勤 王滝村長

理 事 宮澤宗弘 非常勤 安曇野市長

理事 清沢賞視 非常勤 山形村長

理 事 中沢一 非常勤 坂城町長

理 事 富井俊雄 非常勤 野沢温泉村長

理 事 高木常吉 非常勤 長野県建設国保組合理事長

理 事 漬口賓 非常勤 長野県国保直診医師会会長

監事 茂木祐司 非常勤 御代田町長

監 事 石 田正人 非常勤 飯山市長

監事 田上正男 非常勤・ 上松町長

監事 今井竜五 非常勤 岡谷市長
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〔 岐阜県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成21年 7月 ゴ0日 ～ 平成23年 7月 29日

役職名 氏 名 常勤 。非常勤 備 考

理 事 長 71ヽりII 敏 非常勤 大垣市長

副理事長 平野 元 非常勤 山県市長

″ 稲葉 貞二 非常勤 養老町長

常務理事 市原 一人 常勤

理 ,事 細江 茂光 非常勤 岐阜市長

″ 土野 守 非常勤 高山市長

″ 尾藤 義昭 非常勤 関市長

″ 大 山 耕 二 ′非常勤 中津川市長

″ 石川 道政 非常勤 美濃市長

″ 水野 光二 非常勤 瑞浪市長

″ 森 真 非常勤 各務原市長

″ 山田 豊 非常勤 可児市長

′′ 井上 久則 非常勤 飛騨市長

松永 清彦 非常勤 海津市長

″ 広江 正 明 非常勤 笠松町長

′′ 安江 員― 非常勤
ハ
 東白川村長

監  :事 渡辺 直由 非常勤 美濃加茂市長

″ 岡崎 和 夫 非常勤 池田町長
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〔 静岡県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 7月 31日 ～ 平成23年 7月 30日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 原田 英之 非常勤 袋井市長

副理事長 望月 良和 非常勤 伊豆の国市長

副理事長 村松 藤雄 非常勤 森町長

常務理事 芦川 邦彦 常勤

理 事 /1ヽ山島 善吉 非常勤 静岡市長

理 事 桜井 勝郎 非常勤 島田市長

理 事 石井 直樹 非常勤 下田市長

理 事 大橋 俊二 非常勤 裾野市長

理 事 太田 順一 非常勤 菊り|1市長

理事
「

櫻井 泰次 非常勤 河津町長

理事 飯嶋  ‐
理 非常勤

静岡県歯科医師国保組合
理事長

理 事 佐 古 伊康
i非

常勤
しずおか健康長寿財団理

事長

監事 西原 茂樹 非常勤 牧之原市長

監 事 鈴木史鶴哉 非常勤 南伊豆町長

監事 古郡 芳和 非常勤 公認会計士
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〔愛知県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平成 19年8月 1日 ～ 平成22年7月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 鈴木 ネLム合 非常勤

副理事長 河村 たかし 非常勤 名古屋市長

副理事長 鈴木 公平 非常勤 豊田市長

副理事長 江 戸 蒲 非常勤 扶桑町長

専務理事 足 立 吉朗 常勤

理事 柴 田 紘
二 非常勤 岡崎市長

理事 谷  一夫 非常勤 一宮市長

理事 増岡 錦也 非常勤 瀬戸市長

理事 金原 久雄 非常勤 蒲郡市長

理事 堀 一万 非常勤 江南市長

理事 中野 直輝 非常勤 小牧市長

理事 鈴木 淳雄 非常勤 東海市長

理 事 谷口 幸治 非常勤 尾張旭市長

理事 久野 知英 非常勤 みよし市長

理事 鈴木 克幸 非常勤 田原市長

理事 川瀬 雅喜 非常勤 東郷町長

理事 籾山 芳輝 非常勤 武豊町長

理 事 近藤 徳光 非常勤 幸田町長

理事 森田 昭夫 非常勤 東栄町長

理事 妹 尾 淑郎 非常勤
愛知県医師国民
健康保険組合理事長

代表監事 余語 博士 非常勤 学識経験者

監事 カロ藤  功 非常勤 知多市長
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役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 亀井 利克 非常勤 名張市長

副理事長 佐藤  均 非常勤 東員町長

常務理事 天野 光敏 常勤

理事 松田 直久 非常勤 津市長

理事 鈴木 健= ,非常勤 伊勢市長

理 事 水谷  元 非常勤 桑名市長

'理
事 山序 光男 非常勤 鈴鹿市長

理事 河 上 敢 二 非常勤 熊野市長

理事 中井 幸 充 非常勤 明和町長

理事 辻 村 修― 非常勤 玉城町長

理事 古川 弘典 非常勤 御浜町長

理事 柚川 光孝 非常勤 二重県建設国保組合理事長

監 事 大 口 秀和 非常勤 志摩市長

監事 田代 兼二朗 非常勤 朝日町長

監事 小山  :巧 非常勤 南伊勢町長

[ 二重県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 8月 1日 ～ 平成 23年 7月 31日
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〔 滋賀県 〕国民健康保険団体導合会役員名簿

任期 : 平成
・ 21年 8月 1日 ～ 平成 23年 7月 31日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 山田 亘宏 非常勤 守山市長

副理事長 藤澤 直広 非常勤 日野町長

副理事長 上原 正男 常勤

常務理事 岡村 謙平 常勤

理事 目片 信 非常勤 大津市長

理事 獅山 向洋 非常勤 彦根市長

理 事 藤井 勇治 非常勤 長浜市長

理 事 中嶋 武嗣 非常勤 甲賀市長

理 事 西川 喜代治 非常勤 高島市長

理事 伊藤 定勉 非常勤 豊郷町長

監事 國松 正 一 非常勤 栗東市長

監 事 村西 俊雄 非常勤 愛荘町長
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〔 京都府

任期 :

〕国民健康保険団体連合会役員名簿

平成 21年 4月 1日 ～ 平成 23年 3月 31日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 栗山 正隆 非常勤 亀岡市長

冨1理事長 汐見 明男 非常勤 井手町長

副理事長 田村 康浩 非常勤 京都芸術家国保組合理事長

副理事長兼常務理事 片田 住夫 常勤

理事 大作 非常勤 京都市長

理事 齋藤 彰 非常勤 舞鶴市長

理 事 久保口 勇 非常勤 宇治市長

理 事 井上 正嗣 非常勤 宮津市長

理 事 小田 豊 非常勤 長岡市長

理 事 河井 規子 非常勤 木津りll市長

理 事 坂本 信夫 非常勤 久御山嗜長

理事 奥田 光治 非常勤 宇治田原町長

理 事 太田貴美 非常勤 与謝野町長

理 事 饉子1ヒ 昭夫 非常勤 京都料理飲食業国保組合理事長

理 事 堀 内 益雄 非常勤 京都府衣料国保組合理事長

監 事 橋本 昭男 非常勤 城陽市長

監 事 木村 要 非常勤 精華町長

監 事 檜垣 勝 非常勤 京都府医師国保組合理事長
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大阪府国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 平成21年 5月 14日 ～平成23年 5月 13日

役職名 氏名 常勤・非常勤 備 考

理 事 長
士

田 友 好 非常勤 大 阪 狭 山 市 長

副 理 事 長 松 本 昌 親 非常勤 千 早 赤 阪 村 長

田  中  清  三 非常勤
口ｍ
三天事食制組

府
険保阪麟民

大
国

専 務 理 事 吉 澤 俊 彦 常勤

常 務 理 事 光 本 薫 常勤

理 事 平 松 邦 夫 非常勤 大 阪 市 長

竹 山  修  身 非常勤 堺 市 長

野 口 聖 非常勤 岸 和 田 市 長

浅 利   敬 一 貞5 非常勤 豊
ニ 中 市 長

倉 田 薫 非常勤 池 田 市 長

神 谷 昇 非常勤 泉 大 津 市 長

〃 藤 原 龍 男 非常勤 貝 塚 市 長

西 口 勇 非常勤 守 口 市 長

〃 田  中  誠・ 太 非常勤 尾 市 長

〃 澤  井  ́ 宏  文 非常勤 松 原 市 長

〃 岡  本  日 出 士 非常勤 大 東 市 長

〃 園 部 下 成 非常動
日
■

日
Ｆ 真 市 長

森 山 正 非常勤 摂 津 市 長

〃 國 下 和 男 非常勤 藤 井 寺 市 長

〃 武 田 勝 玄 非常勤 河 南 町 長

内   田  勝   士 非常勤
場
長

市
鮮

一冗
齢

小
険府隷板離大国

千  村  高 司 非常勤
士
長事

理
制組

税
険保

磯
麟民

近
国

事監 新 田 谷  修  司 非常勤 泉 佐 野  市 長

浅 野 克 己 非常勤 太 子 町 長

〃 松 井 義 三 非常勤
容
長事整制組

府
険保阪麟民

大
国
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1 兵庫県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 22年 4月 1日 ～ 平成 24年 3月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 矢田 立郎 非常勤 神戸市長

副理事長 西田 正貝J 非常勤 たつの市長

副理事長 戸田 善規 非常勤 多可町長

専務理事 渡辺 裕 常勤

理事 石見 利勝 非常勤 姫路市長

理事 北口 ^寛人 非常勤 明石市長

理 事 大塩 民生 非常勤 川西市長

理 事 多次
‐
勝昭 非常勤 朝来市長

理事 辻  重五郎 非常勤 丹波市長

理事 門  康彦 非常勤 淡路市長

理事 河野 勝雄 非常勤
兵庫県食品国保組合理

事長

監事 末住 壽下 非常勤 西脇市長

監事 山名 宗悟 非常勤 神河町長

監事 首藤 正弘 非常勤 太子町長
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奈良県国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平成21年9月 1日 ～平成23年8月 31日

役 職 名 氏  名 常勤L非常勤 備  考

理 事 長 小 城  利
~重

非常勤 斑 鳩 町 長

副 理 事 長 南   佳  策 非常勤 天  理   市 長

副 理 事 長 平 岡   仁 非常勤 広 陵 町 長

常 務 理 事 吉 田 誠 克 非常勤 大 和 高 田 市 長

常 i務 理 事 上 田 善 康 常勤

理 事 上  田   清 非常勤 大 和 郡 山 市

理 事 谷 奥 i昭 弘 非常勤 桜 井  市  長

理 事 窪  田 剛 久 非常勤 山 添 村 長

理 事 志 野 孝 光 非常勤 宅  町  長

理 事 鈴 木 仁 彦 非常勤 御 杖 村 長

理   事 植 村 家 忠 非常勤 一品 取 町 長

理 事 今 中 富 夫 非常勤 上 牧 町 長

理

´
事 森 下 征 夫 非常勤 大 ,淀  町 長

理 事 辻 村 源 四 郎 非常勤 黒 : 滝  村  長

理 事 更 谷 慈 繕 非常勤 十  津  川  村  長

理 事 塩 見 俊 次 非常勤・ 医 師 国 保 組 合 理 事 長

監 事 梅 田 善 久 非常勤 香 : 芝  市  長

監 事 関  義  清 非常勤 明  日 香  村  長
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〔和歌山県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 22年 2月 28日 ～ 平成24年 2月 27日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 中芝 正幸 非常勤 岩出市長

副理事長 大橋 建下 非常勤 和歌山市長
.

副理事長 小出 隆道 非常勤 上富田町長

常務理事 三軒 三
高 非常勤 大地町長

常務理事 中村  正 常勤

理 事 望月 良男 非常勤 有田市長

理 事 真砂 充敏 非常勤 田辺市長

理 事 中村 惧 司 非常勤 紀の川市長

理事 山本 恵章 非常勤 かつらぎ町長

理 事 中山 正隆 非常勤 有田川町長

理 事 小谷 芳正 非常勤 みなべ町長

理 事 津 丼 毅 之 非常勤 紀和薬剤師国保組合理事長

監事 田岡実千年 非常勤 新官市長

監事 橋本 明彦 非常勤: すさみ町長
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鳥取県

任期 :

〕 国民健康保険団体連合会役員名簿

平成 21年 6月 10日 ～ 平成 23年 6月 9日

役職条 氏 名́ 常勤 。非常勤 備 考

理  事  長 竹 内  功 フト 常 勤 鳥取市長

副 理 事 長 吉 田  秀 光 リト 常 勤 三朝町長

〃 松 本  昭 夫 リト 常 勤 北栄町長

常 務 理 事 塚 田  勝 常  勤

理  事 野 坂  康 夫 リト 常 勤 米子市長

″ 長谷川   稔 非  常  勤 倉吉市長

″ 中 村  勝 治 非  常  勤 境港市長

″ 平 木  誠 非 常 勤 八頭町長

〃 石 操 非 常
｀
勤 日吉津村長

″ 岡 本  公 男 非  常  勤
鳥取県医師

国保組合理事長

監  事 寺 谷  誠一郎
非 常 勤

智頭町長

〃 森 安  保
リト 常 勤

伯書町長

〃 入 江  道 憲
非 常 勤 学識経験者

(公認会計士 )
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〔 島根県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 8月 17日 ～ 平成 23年 8月 16日

役職名 氏  名 常勤リト常勤 備 考

理事長 田中 増次 非常勤 江津市長

副理事長 石橋 良治 非常勤 邑南町長

常務理事 大槻 嘉光 常勤

理事 長岡 秀 人 非常勤 出雲市長

理事 福原慎太郎 非常勤 益田市長

理事 山 内 道雄 非常勤 海士町長

代表監事 速水 雄 一 非常勤 雲南市長

監事 中谷  勝 非常勤 吉賀町長
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役職名 氏  名 常勤 ,非常勤 備 考

理事長 河島建一 非常勤 久米南町長

副理事長 大内恒章 里庄町長

〃 西岡憲康 備前市長

常務理事 嶋村 稔 常勤

理 事 高木直矢 非常勤 笠岡市長

″ 片岡聡一 〃 総社市長

″ 井上稔朗 〃 赤磐市長

″ 井手紘一郎 〃 真庭市長

〃 大森直徳 和気町長

山崎親男 〃 鏡野町長

‐
 ′′ 山崎善久 ″ 県医師会理事

〃 藤井龍平 〃 県歯科医師会副会長

′′ 加藤圭一郎 ′′ 県薬剤師会長

監 事 近藤隆貝] 高梁市長

〃 花房昭夫 ″ 奈義町長

〃 重森計己 ″ 吉備中央町長

I 岡山県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 19年 6月 1日 ん 平成 22年 5月 31日
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役職名 氏 名 常勤・非常勤 備  考

理 事 長 五 藤 康 之 非常勤 三原市長

副理事長 滝 口 季 彦 非常勤 庄原市長

副理事長 吉 田 隆 行 非常勤 坂町長

常務理事 中 り|1清 久 常勤

理  事 秋 葉 忠 利 非常勤 広島市長

理  事 , 小 村 和 年 非常勤 呉市長

理  事 蒻 田   皓 非常勤 福山市長

理  事 員 野 勝 弘 非常勤 十 日市市長

理 ,             1目 諄 竹 下 正 彦 非常勤 北広島町長

理  事 藤 原 正 孝 非常勤 大崎上島町長

理  事 山 口 寛 昭 非常勤 世羅町長

理  事 牧 野 雄 光 非常勤 神石高原町長

理  事 水 野 良 行 非常勤
広島県歯科医師国民健康保険組
合理事長

監  事 小 坂 政 司 非常勤 竹原市長

監  事 蔵 田 義 雄 非常勤 東広島市長

監  事 和多利 義 之 非常勤 府中町長

参   事 宇都宮   健 常勤

I 広島県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平 成21年 7月 30日 ～ 平成23年 7月 29日
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〔 山口県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 5月 22日 ～ 平成 23年 5月 21日

役職 名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 松 浦 正 人 非常勤 防 府 市 長

副理事長 「島 津 幸 男 非常勤 周 南 市 長

副理事長 古 木 哲 夫 非常勤 和 木 町 長

常務理事 宮 崎 正 人 常勤

理 事 市 り|1   熙 非常勤 光 市 長

理 事 村 田 弘 司 非常勤 美 祢 市 長

理 事 野 村 興 見 非常勤 萩 市 長

理 事 山 田 健 一 非常勤 平 生 町 長

理 事 中 村  秀  明 非常勤 阿 武 町 長

理 事 木 下 敬 介 非常勤 山口県医師国保組合理事長

監 事 渡 辺 純 忠 非ヽ常勤 山 口 市 長

監 事 長 信 正 治 非常勤 田 布 施 町 長
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〔 徳島県

任期 :

〕国民健康保険団体連合会役員名簿

平成 21年 8月 1日 ～ 平成 23年 7月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 原 秀樹 非常勤 徳島市長

副理事長 広瀬 憲発 非常勤 松茂町長

副理事長 稲田 米昭 非常勤 小松島市長

常務理事 伊丹 康裕 常勤

理事
｀

泉 理彦 非常勤 鳴門市長

理事 岩浅 嘉仁 非常勤 阿南市長

理事 野崎 國勝 非常勤 阿波市長

理事 大神 憲章 非常勤 牟岐町長

理事 川原 義朗 非常勤 東みよし町長

理事 川 島 周 非常勤 医師国保組合理事長

監事 牧田 久 非常勤 美馬市長

｀
監事 松尾 肇 非常勤 佐那河内村長
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〔 香川県 .〕 国民健康保険団体連合会役員名簿

■ 任期 :平 成 21年8月 1日 ～ 平成23年 7月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 大山 茂樹 非常勤 さぬき市長

副理事長 小國 宏 多度津町長

常務理事 三谷 健一 常勤

理事 大西 秀人 非常勤 高松市長

官下 裕 〃 善通寺市長

白川 晴司 〃 観音寺市長

坂下 ―朗 〃 小豆島町長

森下 立昭 〃 医師国保組合理事長

監 事 藤井 秀城 非常勤 東かがわ市長

山下 正臣 ″ 琴平町長

寺岡 克彦 〃 建設国保組合理事長
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愛媛県

任期 :

〕国民健康保険団体連合会役員名簿

平成 22年 4月 1日 ～ 平成 24年 3月 31日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 上村 俊之 非常勤 上島町長

副理事長 三好 幹二 非常勤 西予市長

常務理事 大 野 嘉久 常勤

理事 佐々木 龍 非常勤 新居浜市長

理事 高須賀 功 非常勤 東温市長

理事 山下 和彦 非常勤 伊方町長

監事 中村 佑 非常勤 伊予市長

監事 甲岡 秀 文 非常勤 鬼北町長
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〔 高知県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 22年3月 o日 ～ 平成24年3月 5日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理  事  長 松本憲治 非常勤 安 ム 市 長

副 理 事 長 塩田  始 非常勤 レ` の 町 長

常 務 理 事 井上  晃 常勤

理 事 岡崎誠也 非常勤 一尚 知 市 長

笹岡豊徳 非常勤 須 崎 市 長

田中 全 非常勤 四 万 十 市 長

〃 岩崎憲郎 非常勤 ・ 大 山
星 町 長

永野健五郎 非常勤 医師 国 保 組 合 理 事 長

監 事 斉藤一孝 非常勤 奈  半  利  町  長

〃 杉本嘉宏 非常勤 原 村 長
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福岡県国民健康保険団体連合会役員名簿

役 名 氏  名 常勤リト常勤 備 考

理 事 長

ヨJ理事長三田村 統 之 非常勤
ｌ
、

′
ノ 女 市 長

ヨJ理事長山 本 康太郎 非常勤 ノ]ヽ 竹  町  長

請務理事古 賀 武 機 常 勤

理 事 北 橋 健 治 非常勤 北  九  り劇 市  長

吉 田  宏 非常勤 福
~ 

岡  市  長

古 賀 道 雄 非常勤 大 牟 田 市 長

植 木 光 治 非常勤 大 市 長

井 本 宗 司 非常勤 大 野 城 市 長

小 山 達 生 非常勤 福 津 市 長

有 吉 哲 信 非常勤 宮 若 市 長

松 岡  賛 リト常勤 嘉  麻  市 長

中 村 隆 象 非常勤 古  賀  市  長

南 里 辰 己 非常勤 志  免   町 長

安 丸 国 勝 非常勤 大  刀
′
洗  町

=長

石 川 潤 ― 非常勤 大  i木  町  長

山 本 文 :男 非常勤 添  田 : 町 長

白 石 春 夫 非常勤 み  や  こ ―町
~長

横 倉 義 武 非常勤
福 岡 県 医 師 国 民 健 康
保 険 組 合 理 事 長

監 事

釜 井 ;健 介 非常勤 豊 :i前  .市   長

武 末 茂 喜 非常勤 那  珂  川  町  長

井 上  利 ― 非常勤 長桂 町
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役職名 氏名 常勤・非常勤 備 考

理事長 桑原允彦 非常勤 鹿島市長

副理事長 武村弘正 大町町長

常務理事 福井道雄 常勤

理 事 秀島敏行 非常勤 佐賀市長

坂井俊之 〃 唐津市長

〃 橋本康志 〃 鳥栖市長

岸本英雄 〃 玄海町長

〃 岩永正太 〃 有田町長

寺尾隆治 〃
佐賀県歯科医師
国保組合理事長

監 事 塚部芳和 〃 伊万里市長

〃 片渕弘晃 〃 白石町長

〔佐賀県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成20年8月 1日 ～平成22年 7月 1日
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〔 長崎県

任期 : 平成 2

〕国民健康保険団体連合会役員名簿

1年 8月 30日 ～ 平成 23年 8月 31日

役職名 氏  名 常勤・非常勤 備 考

理事長 奥村 慣太郎 非常勤 雲仙市長

副理事長 宮本 明雄 非常勤 諫早市長

副理事長 平瀬「 研 非常勤 時津町長

理事 白り|| 博一 非常勤 壱岐市長

理事 田中 隆一 非常勤 西海市長

理事 紙谷 修 非常勤 東彼杵町長

理事 金子 三智郎 非常勤
長崎県建設事業
国保組合理事長

常務理事 渡 口 成人 常勤

監事 中尾 郁子 非常勤 五島市長

監事 井上 俊昭 非常勤 新上五島町長
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I 熊本県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿   `

任期 :平成 2ヽ2年 4月 1日 ～ 平成25年 3月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 幸山政史 非常勤 熊本市長

副理事長 田嶋章二 非常勤 苓北町長

理 事 福島和敏 非常勤 人代市長

理 事 福村三男 非常勤 菊池市長

理 事 篠峙鐵男 非常勤 宇城市長

理 事 長嶺興也 非常勤 美里町長

理 事 上田数吉 非常勤 南関町長

理 事 藤本正一 非常勤 高森町長

理 事 析詰恒雄
｀
非常勤 球磨村長

理 事 浦田健二 非常勤
熊本県歯科医師
国保組合理事長

常務理事 宮田政道 常勤

監 事 高書哲哉 非常勤 玉名市長

監 事 後藤三雄 非常勤 菊陽町長

監 事 竹崎一成 非常勤 芦北町長
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役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 新貝正勝 非常勤 中津市長

副理事長 永松博文 非常勤 豊後高田市長

″ 坂本和昭 非常勤 九重町長

常務理事 高山精二 常勤

理事 西鳴泰義 非常勤 佐伯市長

″ 中野五郎 非常勤 臼杵市長

″ 八坂恭介 非常勤 杵築市長

″ 工藤義見 非常勤 日出町長

″ 嶋津義久 非常勤 医師国保組合理事長

監事 是永修治 非常勤 宇佐市長

野田侃生 非常勤 国東市長

〔 大分県  〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成 21年 8月 1日 ～ 平成 23年 7月 31日
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宮崎県国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 : 平成22年 4月 1日 ～ 平成24年 3月 31日

役 職 名 氏  名 常勤 口非常勤 備考

理  事  長 戸  敷    正 非常勤 宮 崎 市 長

副 理 事 長 橋  田  和  実 非常勤 西 都 市 長

副 理 事 長 河  野  利  美 非常勤 国 一口日 町 長

常 務 理 事 河  野   喜  和 常勤

理 事 長  峯     誠 非常勤 都 城 市 長

理 事 堀  泰   一  郎 非常勤 林 市 長

理 事 黒  木  健 非常勤 日 向 市 長

理 事 桑 .畑   和  男 非常勤 股 町 長

理 事 曽  川    泉 非常勤
日
Ｊ

日
ｌ 町 長

理 事 内  倉  信  吾 非常勤 同 千 穂 町 長

理 事 秦  喜  八  郎 非常勤 医師国保組合理事長

監 事 谷 口 義 幸 非常勤
，
日 南 市 長

監
:

事 内 野 宮  正 英 非常勤 川   南   町   長
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I鹿児島県 〕国民健康保険団体連合会役員名簿

任期 :平成 22年第 1回通常総会終結～ 平成 23年第 2回通常総会終結

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理事長 本田 修一 非常勤 志布志市長

副理事長 日高 十七郎 非常勤
′
屋久島町長

副理事長 隈元  新 非常勤 伊佐市長

常務理事 肥後 和紀 常勤

理 事 本坊 輝雄 非常勤 南さつま市長

理事 水迫 )贋一 非常勤 垂水市長

理事 池田 孝 非常勤 曽於市長

理事 川添  健 非常勤 長島町長

理 事 日高 郷士 非常勤 三島村長

理事 奥園 拓夫 非常勤 東串良町長

理 事 平安 正盛 非常勤 知名町長

監事 長野  力 非常勤 西之表市長

監事 米満 重満 非常勤 湧水町長
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〔 沖縄県 〕́国民健康保険団体連合会役員名簿     ｀

任期 : 平成 21年  4月  1日 ～ 平成 23年  3月 31日

役職名 氏 名 常勤・非常勤 備 考

理 事 長 儀 武   剛 非常勤 金 武 町 長

副理事長 伊 波 洋 一 非常勤 宜 野 湾 市 長

副理事長 古
‐

謝 景 春 非常勤 南 城 市 ・ 長

常務理事 野 島   拓
.常

勤

理   事 宮 城   馨 非常勤 国 頭 村 長

理  事 高 良 文 雄 非常勤 本 部 町 長

理   事 野 国 昌 春 非常勤
レ
し 谷 町 長

理   事 翁 長 雄 志 非常勤 男5 覇 市 長

理  事 城 間 俊 安 非常勤 南  風  原  町
‐

長

理  事 月ヽ 嶺 安 雄 非常勤 渡 嘉 敷 村 長

理  事 、下 地 敏 彦 非常勤 宮   古   島 市 長

理里    ヨぎ 川 満 栄 長 非常勤 竹 富 町 長

理  事 宮 城 信 雄 非常勤 医 師 国 保 組 合 理 事 長

監  事 池宮城 秀 光 非常勤 恩 納 村
一員 村 長

監   事 新 垣 敏 明 非常勤 中 城 村 副  村  長

監   事 津嘉山 斉 非常勤 与 那 原 町 副 町 長
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第3回 参考資料6

机上配付資料の概要

審査支払制度に関する調査研究

平成21年度

社会保険診療報酬支払基金による委託事業

諸外国における医療費の

2009.10.6

医療経済研究機構 研究部長
慶應義塾大学総合政策学部 教授   「

印南 一路

甲整慮讐響雛鶴鶴職ギ
● 1・ 111、 !1;・ll::1l11■ ス

``:1_‐
l it i11,ti l'`|:

調査の目的・対象と方法

[目 的]医療費の審査支払法に関する知見獲得
…各国の保健医療ケア制度の全体像
―審査支払機関の概要
L請求口審査の概要
―電子化,オンライン化の状況

[対象]オTストラリア、ドイッ、韓国、台湾、アメリカ

岩第:貿弔尾燿悸
制度下で

,統
一的if亨

琴警
が

望
法]政府刊

7物
、論文などを収

青
した(文献調



諸外国における

審査支払体親の位置づけ

C国家が対策を講じるべき「不正と詐取 (Fraud and

corruplon)」 の一つ

。T般的に、医療費の審査支払を担う機関は、「保健

医療ケアめ不正」、の対策全般の責任を負つてい
.る

対象国の概要

(2007) 日 豪 独 韓 ム
ロ 米

人 口(千人 )
127,771 21,072 821257 48,456 22,958 302:045

高齢化率% 21.5 13:1 20.2 9.9 10.2 12.6

Sq km 377,930 7:692:024 357,404 99:720 36.188 9:850:521

人口千人あたり

医師数

2.09

(2006)

2.81

(2006)

3.50 174 2.20

(2006)

2.43

人口千人あたり

看護師数

9.35

(2006)

9.66

(2005)

9.94 4.16 4.81

(2006)

10.57

保健医療支出の
対GDP比(%)

8.1

(2006)

8.7

(2006)

10.4 6.8 6.13 16.0

公的医療支出

(%)  二

81.3

(2006)

67.7 76.9 54.9 45.4



会的医療保険の審査支払体制

メディケァ庁 国民健康保
険公団

Part A 43,852

Part B 41lo94

医師 :保険医協会

病院 :疾病金庫

医師:472.0

病院:16.8(2006)
Part A 180.2

Part B 981.7

医師 :審査機関
(保険医協会と疾
病金庫)

病院:MDK

インターフェース
導入率76.2%

(2007)

Palt A 99.8%

Part B 96.7%

公的医療保険の審査手法
豪 独(保険医) 1韓 台 米

Erh
7ty2

データ・マイ
ニング

①報酬体系との
整合性等の事
実確認 1彎II)

別・傷病別全
国平均診療費
と比較

②精密審査

入院、外来で
費用が高い11

求。多次元分
析OLAPや
データ・マイニ
ング

①自動審査

データ・マイニ
ング

②抜取調査

専門家審査の
対象となる請
求を抽出

l①
支払前

・NCCL
コーァィング
・MUE
上限額

②支払後
・CERT
コーァィング、
請求ルール

・RAC
不適切な支払

専 Fう 家
による

チェック

不明) ②経済性審査
。外れ値審査
(限度額審査)

・抽出事例審査

③診療贅審査

審査難員 審ヽ
査委員会によ
る審査

③専門家審査

専門家による
審査

一
後

ク③̈支払前．̈



オーストラリア

保険者であるメディケア庁(Medtare Australia)が 、

医療費の支払のみならず審査を実施

医療費の審査支払は、「National Co甲 がいoCe

鰹遥讐お:箕了「芳τЪち継諮藁幕緊諄字
む医

データ・マイニングの手法を用いた請求処理 :教師

あり学習と教師なし学習を組み合わせた半教師あり

学習の手法を応用

デ■タロマイニング

デT夕における変数間の相関関係やパター

ンなど、有意な情報を取り出す技術の総称

隠れている規則性や関係を発見する、仮説

探索に用いられる
人工知能における機械学習の複雑系科学と

して誕生した

機械学習:教師あり学習、数師なし学習、両

者を組み合わせた半教師あり学習

4



教師あり学習E教師なし学習
[教師あり学習】Ck聯

弥酬孵2Ψ宅紺轟務

【 [鑢 淵ポ糊囃&蹴望デ
°
数黎難М l瑚

L重驚桐i[豊量

がまとまるだけで学習結果?意味づけが難し

°
菫警1曇署変種暑犠諭寧勇警層虐z義課懸

「

ドイッ
C馨

馨型秋管融編承羹馨響
と病甲?診療報酬とで、

【病院の診療報酬】
・ ドイツ式包括払(G‐DRG)の浸透
C摩

腺 硼 鶴 醜 轟層唇編莱            農歴套炉主
Lノヽノ

瞥肇巽ギ柵 紀薩臨 2ふ肇鰍当病院えの
立入調査を実施

な      写t亀
護保険における要介護認定

Ｅ
Ｕ



′ドイツ

1   鮪  燒‐
率による診療報酬総額」を導入

・ 個々の医師への報酬支払いは総額の中から個別の実績に

応じて行われる
0オシライン請求:2007年 にモデル事業、インターフエース

ADTの導入

・鍔魯讐犠獣膝語梶蜜戴鐸 視雲異
施する

:奏     曇資冒鷲緊舗哲す
庫から?同数の

,表
者

ドイツ     ■

【保険医の診療報酬】
:

0経済性審査:外れ値審査と抽出事例審査・
蠅[言暑駆予[  囃慰
査」を第■選択とする

・
摯生辮 :謬

した曙師の請求に対し、下
求
、



健康保険審査評価院(HIRA)が審査を行い、支払
は保険者である国民健康保険公団が実施
出来高払い制

オンライン請求、FDによる電子請求
HIRAの診療審査評価委員会 :医師、歯科医師t韓
方医、薬剤師など

HIRAは審査の他に医療機関ごとの診療の適正性

象誌讐著2」冒霧塞踊轟慶裂武
「

の収

韓園

嘱[憂嘱露彗言務121言燿層型運
歌認

鸞 厭 瑚 辟 鏃 賜 稿 扉 罷1編e
analytical processing)や データ・マイニング
による自動チェック

診療費審査 :看護師などのスタッフによる審
査t診療審査評価委員による審査、診療審
査評価委員会による審査



台湾

保険者である中央健康保険局が、医療費の支払の
みならず審査を実施

審査委員会 :医師や薬剤師などの医業の専門家が

審査委員となる

橘 」誦 彙 焉鷲 露躊 驚
「

甲 ず
VPN

電子化され蓄積された請求デ丁夕は 医ヽ療章の総

額予算の管理に活用       :

,黙譜麟摯闇響躇
9月にド

台湾

。自動審査:データ・マイ■ングを利用した自動｀
チェック。教師あり学習に基づいたモデル

・抜取調査:米軍規格であるM:L‐SttD・ 105Eの

2回抜取検査モデルに基づき、専門家審査の

対象となる請求を抽出
。専門家審査:審査委員会による審査
。電子化され蓄積された請求デ‐夕は、次回の

抜取調査を行うときの検査レベルを決定する

のに用いられる



アメリカ

掛祟蠣罐羹饒ゝ:ズ暦誓暫ンケアではヽ保険者である

蜃[「勇彙贔葬疑fh黒信層奪宅題解品鷺兌8整
棋5讃毒蟹証堰υ轟事

エツクヽ主保険チェック、提

薯男提ξ讐饗質諺鋭ばれを彗蚕長勇用燿取棄築

幣離蒲蹄:湯(製翻躁F跡ず
FIとCar‖e河ま一種類に統合される予定

アメリカ

【支払前の審査彊
C NCCi:コーディングを自動チェラク

:処壇諺已扇鍔ミ錫1雰
しケ言

~ビス単位の
1限 1ヽ

ぅの
【支払後の審査】
e新

江ダ蓬τla  瘍デイング、蓄

l  灘叩響 参編
・
雷墓票鐘3楚設        てヽ疑いの



総括

e医療費の審査体制      ―

③独立した機関が審査を行う(韓国
)

ｎ
ｕ




